
一
頁

第
百
八
十
二
宗
議
会

宗
務
総
長
挨
拶

増

田

修

誠

宗
務
総
長

慈
光
照
護
の
も
と
、
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
法
務
ご
多
用
の
な
か
、
ご
出
席
を
賜
り
ま
し
て
、
心
か
ら
感
謝

と
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

宗
務
総
長
就
任
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
七
年
目
を
迎
え
、
長
き
に
わ
た
り
宗
務
執
行
の
責
任
を
担
わ
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
こ
と
に
、
深
い
感
謝
と
と
も
に
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
を
新
た
に
し
て
お
り
ま
す
。
宗
議
会
議
員
各
位

皆
さ
ま
を
は
じ
め
、
宗
門
内
外
の
関
係
各
位
皆
さ
ま
の
変
わ
ら
ぬ
ご
理
解
と
ご
協
力
に
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。こ

の
七
年
の
間
、
宗
門
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
・
社
会
構
造
は
、
目
ま
ぐ
る
し
く
大
き
く
変
化
し
、
コ
ロ
ナ
禍
の
急

激
な
社
会
変
化
に
伴
い
、
各
寺
院
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
法
務
も
厳
し
く
な
り
、
葬
儀
・
法
事
も
三
密
を
避
け
て
縮
小

に
な
り
、
法
話
な
ど
の
大
切
な
教
化
活
動
も
ま
ま
な
ら
な
い
課
題
に
直
面
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
・
立
教
開
宗
８
０
０
年
の
奉
讃
法
会
を
通
し
、
御
縁
の

中
に
「
教
え
に
聞
く
」
共
に
集
い
、
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
の
尊
さ
を
あ
ら
た

め
て
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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二
頁

現
在
直
面
し
て
い
る
厳
し
い
財
政
状
況
、
宗
門
の
教
え
を
未
来
へ
の
世
代
へ
伝
え
て
い
く
た
め
に
は
、
財
政
に
関
す

る
幅
広
い
検
討
を
進
め
、
財
政
の
透
明
化
を
高
め
、
効
率
的
な
運
営
を
実
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
第
百
八
十
一

宗
議
会
で
御
承
認
を
賜
り
、
財
政
委
員
会
、
財
政
諮
問
委
員
会
、
各
委
員
会
皆
さ
ま
の
御
協
力
の
も
と
、
財
政
状
況
の

分
析
、
安
定
し
た
財
源
の
確
保
、
さ
ら
に
長
期
的
な
財
政
計
画
、
宗
門
全
体
の
健
全
な
財
政
基
盤
の
宗
務
運
営
の
検
討

を
賜
り
、
宗
議
会
を
は
じ
め
と
す
る
、
宗
門
全
体
の
ご
尽
力
の
賜
と
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
の
変
化
は
ま
す
ま
す
進
ん
で
お
り
、
あ
ら
た
め
て
、
宗
門
の
発
展
の
た
め
、
「
伝
統
の
保

持
」
と
「
時
代
へ
の
適
応
」
の
地
域
に
開
か
れ
た
寺
院
づ
く
り
の
推
進
、
宗
門
全
体
の
一
体
感
と
明
日
を
担
う
後
継
者

の
育
成
推
進
並
び
に
、
檀
信
徒
の
信
仰
、
つ
な
が
り
へ
の
参
加
を
促
す
取
り
組
み
に
力
を
注
い
で
ま
い
り
た
い
と
考
え

ま
す
。

宗
議
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
宗
門
の
未
来
を
共
に
築
い
て
い
く
同
志
と
し
て
、
引
き
続
き
建
設
的
な
ご
意
見
と
ご

審
議
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ご
家
族
そ
ろ
っ
て
参
拝
さ
れ
る
姿
、
団
参
の
皆
さ
ん
が
そ
ろ
っ
て
参
拝
さ
れ
る
姿
、
「
燈
炬
殿
」
に
遠
方
よ
り
来
館

下
さ
い
ま
す
姿
、
少
し
ず
つ
、
少
し
ず
つ
、
家
族
そ
ろ
っ
て
の
参
拝
者
が
増
え
て
来
て
お
り
ま
す
。

「
ま
た
来
た
い
、
お
参
り
し
た
い
高
田
本
山
」
と
し
て
、
お
も
て
な
し
の
心
、
合
掌
の
姿
を
大
切
に
す
る
高
田
本
山

へ
と
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
謹
ん
で
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
御
礼
と
感
謝
の
御
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

結
び
に
、
念
仏
相
続
の
宗
旨
を
深
く
胸
に
刻
み
、
阿
弥
陀
如
来
の
大
悲
に
導
か
れ
つ
つ
、
宗
門
の
使
命
を
次
代
へ
と

つ
な
い
で
ま
い
る
所
存
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
に
改
め
て
表
明
申
し
上
げ
、
私
の
所
信
と
い
た
し
ま
す
。

合

掌 二



三
頁

宗

告

宗

告

第
一
一
八
七
号

来
る
令
和
七
年
八
月
一
日
よ
り
同
五
日
ま
で
第
九
十
九
回
佛
教
文
化
講
座
を
開
講
す
る

令
和
七
年
五
月
十
五
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

総

務

中

僧

都

藤

谷

知

良

総

務

中

僧

都

弓

削

弘

胤

宗

告

第
一
一
八
八
号

来
る
令
和
七
年
八
月
十
四
日
よ
り
同
十
六
日
ま
で
歓
喜
会
執
行
相
成
る

令
和
七
年
五
月
十
五
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

総

務

中

僧

都

藤

谷

知

良

総

務

中

僧

都

弓

削

弘

胤

三



四
頁

任

免

令
和
七
年
一
月
一
日

太
子
寺
責
任
役
員
を
命
ず
る

摂
取
院
住
職

清
水

法
真

太
子
寺
責
任
役
員
を
委
嘱
す
る

太
子
寺

山
中

進

太
子
寺

安
田

二
弘

令
和
七
年
一
月
六
日

依
請
解
其
職

参
拝
係

藤
田

一
義

参
拝
係

山
中

真
諭

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

依
請
解
其
職

太
子
寺
輪
番

眞
岡

慶
光

令
和
七
年
四
月
一
日

補

太
子
寺
輪
番

摂
取
院
住
職

清
水

法
真

太
子
寺
責
任
役
員
を
命
ず
る

壽
福
院
住
職

眞
岡

慶
明

令
和
七
年
四
月
二
十
四
日

第
百
八
十
二
宗
議
会
宗
務
委
員
を
命
ず
る

監
正
局
長

佐
藤

唯
信

高
田
学
苑
学
苑
長

梅
林

久
高

高
田
幼
稚
園
園
長

佐
藤

弘
道

高
田
福
祉
事
業
協
会

髙
林

光
曉

高
田
会
館
支
配
人

磯
谷

優

第
百
八
十
二
宗
議
会
説
明
委
員
を
命
ず
る宝

物
館
館
長

大
野

照
文

庶
務
部
部
長

多
賀

孝
顕

教
学
課
課
長

藤
澤

真
樹

財
務
課
課
長

玉
野

章
法

参
拝
課
課
長

久
野

俊
彦

共
済
会
事
務
局

梅
林

清
香

顧
問
会
計
士

山
中

利
之

第
百
八
十
二
宗
議
会
書
記
を
命
ず
る

録
事

塩
崎

慶
脩

録
事

小
谷

正
信

四



五
頁

令
和
七
年
四
月
三
十
日

財
政
諮
問
委
員
会
委
員
を
命
ず
る

智
慧
光
院
住
職

玉
樹

真
祥

大
誓
寺
住
職

大
西

眞
純

正
覚
寺
住
職

松
原

俊
幸

浄
徳
寺
住
職

佐
藤

唯
信

誓
元
寺
住
職

栗
原


海

依
請
解
其
職

侍
者

上
杉

祥
樹

令
和
七
年
五
月
一
日

任

録
事
心
得
を
命
ず
る

録
事
見
習

藤
山

真
朋

録
事
見
習

冨
山

翔
眞

任

庶
務
部
参
拝
課
勤
務
を
命
ず
る

録
事
心
得

藤
山

真
朋

録
事
心
得

冨
山

翔
眞

知
堂
見
習
を
命
ず
る

松
原
寺
住
職

上
杉

祥
樹

令
和
七
年
五
月
三
十
一
日

依
請
解
其
職

神
戸
別
院
輪
番

東
雲

正
乗

依
請
解
其
職

神
戸
別
院
副
輪
番

橘

徹
心

依
請
解
其
職

知
堂

眞
弓

俊
光

令
和
七
年
六
月
一
日

補

神
戸
別
院
輪
番

真
永
寺
住
職

橘

徹
心

任

神
戸
別
院
副
輪
番

光
明
寺
住
職

磐
城

直
嗣

依
請
解
其
職

福
井
別
院
輪
番

松
木

光
仁

依
請
解
其
職

福
井
別
院
副
輪
番

徳
照

慶
壽

依
請
解
其
職

福
井
別
院
責
任
役
員

五
十
嵐
保
裕

依
請
解
其
職

福
井
別
院
総
代

坂
井

幹
夫

依
請
解
其
職

福
井
別
院
評
議
員

武
田

純
真

依
請
解
其
職

福
井
別
院
世
話
方

河
島

敏
克

依
請
解
其
職

福
井
別
院
世
話
方

久
保
田
清
忠

補

福
井
別
院
輪
番

勝
林
寺
住
職

武
田

純
真

福
井
別
院
責
任
役
員
を
委
嘱
す
る

安
養
院

坂
井

幹
夫

福
井
別
院
総
代
を
委
嘱
す
る

勝
林
寺

村
上

義
信

福
井
別
院
評
議
員
を
命
ず
る

稱
名
寺
住
職

轉
法
輪
智
見

福
井
別
院
役
事
を
命
ず
る

福
井
別
院
衆
徒

友
田

浩
信

福
井
別
院
世
話
方
を
委
嘱
す
る

勝
林
寺

森
長

明

勝
林
寺

村
上

道
夫

勝
林
寺

茶
本

孝
市

福
井
別
院

滝
本
真
由
美

五



六
頁

知
堂
を
命
ず
る

知
堂
見
習

上
杉

祥
樹

録
事
見
習
を
命
ず
る

顕
正
寺
衆
徒

眞
弓

俊
光

組
長
交
代

令
和
七
年
五
月
一
日

依
請
解
其
職

愛
知
県
第
六
組
組
長

林

晃
亮

愛
知
県
第
六
組
組
長
を
命
ず
る

教
聖
寺
住
職

守
山

諦
薫

住
職
代
務
者

令
和
七
年
五
月
十
九
日

新
潟
県
長
岡
市
呉
服
町

西
願
寺
住
職

上
原

教
暁

新
潟
県
長
岡
市
呉
服
町

補

光
徳
寺
住
職
代
務
者

教

師

令
和
七
年
五
月
五
日

任

教

師

慈
光
寺
衆
徒

藤
山

真
朋

任

教

師

義
明
寺
衆
徒

髙
藤

善
樹

任

教

師

延
寿
寺
衆
徒

冨
山

翔
眞

任

教

師

真
善
寺
衆
徒

松
浦

信
暁

任

教

師

西
願
寺
衆
徒

生
柳

光
淳

任

教

師

正
泉
寺
衆
徒

北
島

妙
照

任

教

師

興
正
寺
衆
徒

淺
川

妙
香

任

教

師

誓
元
寺
衆
徒

森
田

暢
明

任

教

師

林
昌
寺
衆
徒

花
満

真
稔

任

教

師

願
行
寺
衆
徒

榎
森

良
啓

任

教

師

専
照
寺
衆
徒

加
藤

厚
海

任

教

師

林
渓
寺
衆
徒

味
岡

一
博

任

教

師

正
太
寺
衆
徒

大
河
戸
一
道

任

教

師

西
蓮
寺
衆
徒

東
端

淳
也

任

教

師

宝
乗
寺
衆
徒

深
見

志
保

任

教

師

覚
音
寺
衆
徒

田
中

玄
樹

六



七
頁

僧

階

令
和
七
年
五
月
五
日

授

権
中
僧
都

藤
山

真
朋

授

律

師

髙
藤

善
樹

授

大

律

師

冨
山

翔
眞

授

律

師

松
浦

信
暁

授

律

師

生
柳

光
淳

授

律

師

北
島

妙
照

授

律

師

淺
川

妙
香

授

律

師

森
田

暢
明

授

大

律

師

花
満

真
稔

授

律

師

榎
森

良
啓

授

律

師

加
藤

厚
海

授

大

律

師

味
岡

一
博

授

律

師

大
河
戸
一
道

授

律

師

東
端

淳
也

授

律

師

深
見

志
保

授

律

師

田
中

玄
樹

学

階

令
和
七
年
五
月
五
日

授

証

義

藤
山

真
朋

授

助

教

北
畠

心
淳

褒

賞

令
和
七
年
五
月
二
十
一
日

本
山
褒
賞

唯
念
寺
前
住
職

若
櫻
木
清
孝

聖
賢
寺
住
職

島

光
志

称
名
寺
住
職

髙
林

光
曉

安
立
寺
住
職

安
田

真
源

玉
保
院
同
行

森
川

正
樹

西
願
寺
同
行

川
北

幹
翁

隨
宏
寺
同
行

小
黒
日
出
生

七



八
頁

祖
師
寿
章

万
年
寺
住
職

多
羅
尾
光
昭

行
願
寺
住
職

朝
日
奈
善
定

崇
顕
寺
住
職

丹
羽

顯
英

弘
善
寺
住
職

誓
山

信
孝

蓮
性
寺
住
職

實
義

眞
證

廣
善
寺
住
職

盛
田

大
英

正
圓
寺
前
住
職

髙
志

眞
夫

西
林
寺
前
住
職

小
堀

高
生

法
性
寺
前
住
職

加
藤

歸
一

浄
泉
寺
前
住
職

戸
田

信
行

正
行
寺
前
住
職

佐
々
木
賢
夫

西
徳
寺
衆
徒

加
藤

妙
照

本
山
表
彰

涅
槃
寺
住
職

藤
波

實
明

報
国
寺
住
職

藤
森

邦
夫

乗
願
寺
住
職

眞
弓

濠
彰

西
唱
寺
住
職

中
川

法
雄

顕
正
寺
住
職

眞
弓

德
光

正
蓮
寺
住
職

九
山

光
洋

壽
林
寺
住
職

斯
波

明
德

大
乘
寺
住
職


尾

弘
教

願
生
寺
住
職

出
見

隆
文

延
命
寺
住
職

栁
澤

元
昭

大
仙
寺
前
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第 182 宗議会 報告 
令和 7年 5月 27 日から 29 日の 3日間、第 182 宗議会が高田会館ホールにて開

催された。 

開会に先立ち、運営委員会が開催され、議員は午前 9時 30 分議場に集合し両

御堂へ参拝、勤行を行った後、議長・副議長が法主殿の元へ開会の挨拶に伺っ

た。 

議場に議員全員が再集合し勤行を行った後、議場において法主殿のお言葉を拝

し議長が奉答申し上げた。 

本議会は午前 10 時 31 分に議長が開会宣言を行い、議事進行された。 

議会は宗務総長の挨拶から始まり関係機関での報告を受けた。 

引き続き、内局より「承認事項」国宝専修寺如来堂美観向上整備事業特別会計

設定についての説明があり特別会計の設定が承認されたのち、議案第 1号から

議案第 7号の上程が行われた。引き続き宗務総長の挨拶に関連する総体質問が

おこなわれた。  

その後に第 1号議案から議案第 7号までの議案説明により質疑が行われ午後 3

時 29 分第 1日目の審議を終え、散会となった。 

28 日第 2日目となる議会は午前 9時 30 分に再開された本会議は休会ととなり

予算委員会へと引き継がれた。 

予算委員会は議員全員により行われ、議案の詳細及び議案関連の質疑が休憩を

はさみ慎重に行われ、委員会精査は委員全員の賛成により議案は承認され午後

1時 18 分委員会は閉会となり休憩となった。 

休憩中議員は内局より途中修理予定カ所、危険箇所及び倒壊報告のあった国宝

如来堂及び御影堂の唐戸、重文賜春館便所、御廟付骨堂そして大玄関の門柱の

査察を行った。 

引き続き常任委員会委員の互選を行い、令和 7年度の常任委員が決定した。議

会は午後 3時 27分に開会したのち午後 3時 28分に散会となって第 2日目を終

えた。 

29 日第 3日目は午前 9時 30 分に再開され、報告事項による質疑応答、山政一

般に関する質問が一段落し、議案採決が行われ、上程された全議案は全会一致

の賛成にて可決され、第 182 宗議会の行程が終了し議長が閉会宣言を行い、午

前 11 時 00 分閉会した。 

閉会後、議場に法主殿をお迎えし議長が議事の奉告を申し上げ、お言葉をいた

だき、解散となった。 

 提出され可決された議案は次のとおりである。 

 一
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182 宗議会議案 

承認事項  国宝専修寺如来堂美観向上整備事業特別会計設定について 

議案第１号 令和６年度 専修寺歳入歳出補正予算(案) 

議案第２号 令和７年度 真宗高田派歳入歳出予算(案) 

議案第３号 令和７年度 専修寺歳入歳出予算(案) 

議案第４号 令和７年度 真宗高田派共済会歳入歳出予算(案) 

議案第５号 令和７年度 高田派法主褒賞特別会計歳入歳出予算(案) 

議案第６号 令和７年度 専修寺聖教保存修理特別会計歳入歳出予算(案) 

議案第７号 令和７年度 国宝専修寺如来堂美観向上整備事業特別会計歳入

歳出予算(案) 

報告事項  財政見通しについて 

上記のとおり提出します 

 

令和 7年 5月 27 日 

宗務総長 大僧都  増 田 修 誠 

総  務 中僧都  藤 谷 知 良 

総  務 中僧都  弓 削 弘 胤 

 

 

令和７年度真宗高田派宗議会常任委員会委員（敬称略） 

委員長  大西 眞純    副委員長 松原 俊幸  

委 員  玉置 継雄     委 員  岡   幸男 

 仝   久世 宜昭       仝   岡   知道 

 仝   今橋 勝信       仝   的屋 隆宏 

 仝   戸田 惠信      仝   鼎   龍教 

 仝   中川 和則       仝   水平 仁聖 

 仝   森川 正樹 
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承認事項 
 
 
 
 

国宝専修寺如来堂美観向上整備事業特別会計設定 
 
 
 
 

について別紙のとおり提出します 

 
 
 
 

令和 7 年 5 月 27 日 

 
 
 

宗務総長  大僧都  増 田 修 誠 

総  務  中僧都  藤 谷 知 良 

総  務  中僧都  弓 削 弘 胤 
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議案第1号　　        令和６年度　専修寺歳入歳出補正予算（案）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和6年6月1日～令和7年5月31日
歳入の部 （単位：円）

科　　　目 ６年度予算額 補正予算額 補正後予算額

１．宗教活動収入 [ 252,170,000 ] [ 0 ] [ 252,170,000 ]

　　１．諸進納金 ( 93,500,000 ) ( 0 ) ( 93,500,000 )

　　　　１．進納所冥加金 3,000,000 0 3,000,000

　　　　２．申物冥加金 80,000,000 0 80,000,000

　　　　３．賽銭 6,000,000 0 6,000,000

　　　　４．特別懇志金 4,500,000 0 4,500,000

　　２．納骨堂冥加金 ( 155,120,000 ) ( 0 ) ( 155,120,000 )

　　　　１．浄華台冥加金 63,500,000 0 63,500,000

　　　　２．納骨堂加入冥加金 14,000,000 0 14,000,000

　　　　３．納骨壇移転冥加金 800,000 0 800,000

　　　　４．納骨壇永年管理冥加金 2,000,000 0 2,000,000

　　　　５．懇志金 3,000,000 0 3,000,000

　　　　６．恭敬冥加金 71,820,000 0 71,820,000

　　３．墓地冥加金 ( 3,550,000 ） ( 0 ） ( 3,550,000 ）

　　　　１．墓地管理冥加金 3,500,000 0 3,500,000

　　　　２．その他冥加金 50,000 0 50,000

２．資産管理収入 [ 400,000 ] [ 0 ] [ 400,000 ]

　　１．資産運用収入 ( 400,000 ) ( 0 ) ( 400,000 )

　　　　１．諸利子 400,000 0 400,000

３．雑収入 [ 13,850,000 ] [ 0 ] [ 13,850,000 ]

　　１．雑収入 ( 3,200,000 ) ( 0 ) ( 3,200,000 )

　　　　１．雑収入 3,000,000 0 3,000,000

　　　　２．懇志金その他非課税収入 200,000 0 200,000

　　２．蓮の会収入 ( 2,500,000 ) ( 0 ) ( 2,500,000 )

　　　　１．蓮の会年会費 2,500,000 0 2,500,000

　　３．宝物館収入 ( 8,150,000 ) ( 0 ) ( 8,150,000 )

　　　　１．観覧料収入 8,000,000 0 8,000,000

　　　　２．グッズ等販売収入 150,000 0 150,000

４．貸付金回収収入 [ 25,000,000 ] [ 0 ] [ 25,000,000 ]

５．特定資産取崩収入 [ 0 ] [ 4,200,000 ] [ 4,200,000 ]

　　１．特定資産取崩収入 ( 0 ) ( 4,200,000 ) ( 4,200,000 )

　　　　１．納骨堂引当金取崩収入 0 4,200,000 4,200,000

６．前年度繰越収支差額 [ 523,427,994 ] [ 0 ] [ 523,427,994 ]

合　　　計 814,847,994 4,200,000 819,047,994
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歳出の部

科　　　目 ６年度予算額 補正予算額 補正後予算額

１．宗教活動支出 [ 168,004,700 ] [ 4,200,000 ] [ 172,204,700 ]

　　１．門室費 ( 33,000,000 ) ( 0 ) ( 33,000,000 )

　　　　１．門室費 33,000,000 0 33,000,000

　　２．維持費 ( 23,896,700 ) ( 0 ) ( 23,896,700 )

　　　　１．護持費 5,650,000 0 5,650,000

　　　　２．恭敬費 1,592,700 0 1,592,700

　　　　３．事務費 3,080,000 0 3,080,000

　　　　４．扱待遇費 2,500,000 0 2,500,000

　　　　５．団参清掃費 50,000 0 50,000

　　　　６．協賛費 524,000 0 524,000

　　　　７．申物購入費 3,600,000 0 3,600,000

　　 　 ８．調度費 1,850,000 0 1,850,000

　　　　９．文化財保存費 1,250,000 0 1,250,000

　　　１０．平等院殿三年忌法要 1,800,000 0 1,800,000

　　　１１．堯祺上人三十三年忌法要 2,000,000 0 2,000,000

　　３．管理費 ( 77,300,000 ) ( 4,200,000 ) ( 81,500,000 )

　　　　１．自動車諸費 1,450,000 0 1,450,000

　　　　２．水道光熱管理費 10,255,000 0 10,255,000

　　　　３．緑化管理費 3,095,000 0 3,095,000

　　　　４．通信印刷費 5,600,000 0 5,600,000

　　　　５．諸消耗品費 1,730,000 0 1,730,000

　　　　６．リース料 100,000 0 100,000

　　　　７．損害保険料 3,410,000 0 3,410,000

　　　　８．土地借用料 900,000 0 900,000

　　　　９．公租公課 800,000 0 800,000

　　　１０．警備費 4,200,000 0 4,200,000

　　  １１．雑費 1,060,000 0 1,060,000

　　　１２．防火設備費 5,700,000 0 5,700,000

　 　 １３．営繕補修費 39,000,000 4,200,000 43,200,000

　　４．納骨堂費 ( 6,090,000 ) ( 0 ) ( 6,090,000 )

　　　　１．法会費 3,480,000 0 3,480,000

　　　　２．記念品費 600,000 0 600,000

　　　　３．納骨堂清掃費 2,010,000 0 2,010,000

　　５．宝物館費 ( 13,118,000 ) ( 0 ) ( 13,118,000 )

　　    １．展示活動費 2,440,000 0 2,440,000

　　    ２．保存管理活動費 7,353,000 0 7,353,000

　　    ３．研究費 850,000 0 850,000

　　    ４．教育・普及活動費 150,000 0 150,000

　　    ５．グッズ制作費 500,000 0 500,000

一
六



科　　　目 ６年度予算額 補正予算額 補正後予算額

　　    ６．広報物制作費 80,000 0 80,000

　　    ７．諸会議費 150,000 0 150,000

　　    ８．施設維持保守管理費 1,595,000 0 1,595,000

　　６．墓地費 ( 1,100,000 ) ( 0 ) ( 1,100,000 )

　　　　１．維持管理費 1,000,000 0 1,000,000

　　　　２．諸雑費 100,000 0 100,000

　　７．交付金 ( 13,500,000 ) ( 0 ) ( 13,500,000 )

　　　　１．院号交付金 13,000,000 0 13,000,000

　　　　２．納骨壇加入交付金 500,000 0 500,000

２．人件費 [ 152,520,000 ] [ 0 ] [ 152,520,000 ]

　　１．給料手当 ( 152,520,000 ) ( 0 ) ( 152,520,000 )

　　　　１．諸給与 122,850,000 0 122,850,000

　　　　２．傭人費 3,000,000 0 3,000,000

　　　　３．日直宿直費 2,100,000 0 2,100,000

　　　　４．通勤補助費 3,570,000 0 3,570,000

　　　　５．福利厚生費 21,000,000 0 21,000,000

３．繰入金支出 [ 1,214,660 ] [ 0 ] [ 1,214,660 ]

　　1．特別会計繰入金支出 ( 1,214,660 ) ( 0 ) ( 1,214,660 )

　　　　１．専修寺聖教保存修理特会繰入金支出 1,214,660 0 1,214,660

４．資産取得支出 [ 24,773,100 ] [ 0 ] [ 24,773,100 ]

　　１．什器備品取得支出 ( 1,000,000 ) ( 0 ) ( 1,000,000 )

　　２．土地取得支出 ( 21,000,000 ) ( 0 ) ( 21,000,000 )

　　３．ソフトウェア取得支出 ( 2,773,100 ) ( 0 ) ( 2,773,100 )

５．特定資産支出 [ 1,725,600 ] [ 0 ] [ 1,725,600 ]

　　１．特定資産支出 ( 1,725,600 ) ( 0 ) ( 1,725,600 )

　　　　1．退職給与引当金繰入支出 1,725,600 0 1,725,600

６．予備費　 [ 1,000,000 ] [ 0 ] [ 1,000,000 ]

７．次年度繰越収支差額 [ 465,609,934 ] [ 0 ] [ 465,609,934 ]

合　　　計 814,847,994 4,200,000 819,047,994

一
七



歳入の部

科　　　目 7年度予算額 ６年度予算額

１．宗教活動収入 [ 121,392,000 ] [ 122,566,500 ]

    １．冥加金 ( 13,040,000 ) ( 13,100,000 )

        １．僧侶冥加金 5,740,000 5,800,000

        ２．その他冥加金 1,300,000 1,300,000

        ３．礼録金 6,000,000 6,000,000

    ２．懇志金 ( 21,000,000 ) ( 21,000,000 )

        １．報恩講懇志金 12,000,000 12,000,000

        ２．報恩講賽銭 2,000,000 2,000,000

        ３．諸法要懇志金 4,000,000 4,000,000

        ４．団参懇志金 3,000,000 3,000,000

    ３．義納金 ( 77,352,000 ) ( 78,466,500 )

        １．寺院賦課金 77,220,000 77,766,500

        ２．過年度収入 132,000 700,000

    ４．刊行物収入 ( 10,000,000 ) ( 10,000,000 )

        １．刊行物収入 10,000,000 10,000,000

２．資産管理収入 [ 1,000,000 ] [ 300,000 ]

    １．資産運用収入 ( 1,000,000 ) ( 300,000 )

        １．諸利子 1,000,000 300,000

３．雑収入 [ 13,240,000 ] [ 13,120,000 ]

    １．雑収入(課税) ( 5,040,000 ) ( 5,220,000 )

        １．広告掲載料 640,000 640,000

        ２．会館等使用料 3,600,000 3,600,000

        ３．自販機手数料 90,000 120,000

        ４．その他課税収入 350,000 500,000

        ５．宗報広告掲載料 360,000 360,000

    ２．雑収入(非課税) ( 8,200,000 ) ( 7,900,000 )

        １．宗報購読料 700,000 700,000

        ２．懇志、御礼等 2,000,000 2,000,000

        ３．参拝記念印代 5,000,000 5,000,000

        ４．その他非課税収入 500,000 200,000

４．特定資産取崩収入 [ 52,000,000 ] [ 42,500,000 ]

    １．引当金取崩収入 ( 52,000,000 ) ( 42,500,000 )

        １．引当金取崩収入 52,000,000 42,500,000

５．前年度繰越収支差額 [ 1,353,011 ] [ 2,643,278 ]

合　　　計 188,985,011 181,129,778

議案第2号 　　　令和７年度　真宗高田派歳入歳出予算（案）　

令和7年6月1日～令和8年5月31日

一
八



歳出の部

科　　　目 7年度予算額 ６年度予算額

１．宗教活動支出 [ 118,853,200 ] [ 115,766,100 ]

    １．宗教活動費 ( 66,436,100 ) ( 63,934,000 )

        １．報恩講費 19,156,000 16,650,000

        ２．諸法会費 2,500,000 2,970,000

        ３．講社補助費 4,700,000 4,000,000

        ４．旅費 3,000,000 3,000,000

        ５．扱費 400,000 400,000

        ６．宗務総長交際費 600,000 600,000

        ７．山内清掃費 1,650,000 2,530,000

        ８．諸会議費 2,340,000 890,000

        ９．事務費 2,000,000 1,800,000

      １０．褒賞費 2,000,000 2,000,000

      １１．団参扱費 362,000 510,000

      １２．広報事業費 15,000,000 17,500,000

      １３．調度費 750,000 750,000

      １４．出版費 1,200,000 1,900,000

      １５．負担金 802,000 800,000

      １６．修繕費 5,500,000 1,900,000

      １７．刊行物購入費 4,122,000 5,350,000

      １８．教育研究費 44,100 74,000

      １９．自動車諸費 150,000 150,000

      ２０．損害保険料 160,000 160,000

    ２．宗議会費 ( 5,400,000 ) ( 4,450,000 )

        １．議員手当旅費 3,500,000 2,900,000

        ２．議長交際費 200,000 200,000

        ３．議会事務局費 200,000 150,000

        ４．議会運営費 1,500,000 1,200,000

    ３．監正局費 ( 200,000 ) ( 250,000 )

        １．監正局会議費 150,000 200,000

        ２．監正局長交際費 50,000 50,000

    ４．教学費 ( 16,215,000 ) ( 17,730,000 )

        １．教学研究費 750,000 860,000

        ２．教学布教費 4,320,000 4,170,000

        ３．出版広報費 3,520,000 3,700,000

        ４．教学各種団体費 2,220,000 2,000,000

        ５．婦人坊守教化費 1,620,000 1,240,000

        ６．青少年教化費 2,785,000 4,760,000

        ７．檀信徒教化費 1,000,000 1,000,000

    ５．教学院運営費 ( 4,925,000 ) ( 4,970,000 )

        １．教学院研究費 1,395,000 1,900,000

        ２．調度費 100,000 70,000

        ３．諸会議費 3,430,000 3,000,000

一
九



科　　　目 7年度予算額 ６年度予算額

    ６．補助金支出 ( 12,800,000 ) ( 12,800,000 )

        １．高田学苑補助金 1,100,000 1,100,000

        ２．高田幼稚園補助金 700,000 700,000

        ３．本寺崇敬費 8,000,000 8,000,000

        ４．高田会館補助金 3,000,000 3,000,000

    ７．管理費 ( 11,320,000 ) ( 10,075,000 )

        １．消耗品費 1,200,000 1,240,000

        ２．リース料 0 100,000

        ３．通信印刷費 3,520,000 3,700,000

        ４．水道光熱管理費 6,000,000 4,395,000

        ５．諸雑費 600,000 640,000

    ８．公租公課 （ 1,557,100 ） （ 1,557,100 ）

        １．法人税 72,000 72,000

        ２．消費税 500,000 500,000

        ３．固定資産税 985,100 985,100

２．人件費 [ 65,340,000 ] [ 60,430,000 ]

    １．給料手当 ( 65,340,000 ) ( 60,430,000 )

        １．諸給与 54,000,000 49,000,000

        ２．日直宿直費 810,000 900,000

        ３．通勤補助費 1,530,000 1,530,000

        ４．福利厚生費 9,000,000 9,000,000

３．繰入金支出 [ 1,000,000 ] [ 1,000,000 ]

    １．繰入金支出 ( 1,000,000 ) ( 1,000,000 )

        １．高田派共済会回金 1,000,000 1,000,000

４．資産取得支出 [ 1,150,000 ] [ 1,930,000 ]

    １．備品取得支出 ( 150,000 ) ( 730,000 )

    ２．リース債務支出 ( 1,000,000 ) ( 1,200,000 )

５．予備費 [ 1,000,000 ] [ 1,000,000 ]

６．次年度繰越収支差額 [ 1,641,811 ] [ 1,003,678 ]

合　　　計 188,985,011 181,129,778

二
〇



歳入の部

科　　　目 7年度予算額 6年度予算額

１．宗教活動収入 [ 269,150,000 ] [ 252,170,000 ]

　１．諸進納金 ( 86,300,000 ) ( 93,500,000 )

　１．進納所冥加金 3,000,000 3,000,000

　２．申物冥加金 77,000,000 80,000,000

　３．賽銭 6,000,000 6,000,000

　４．特別懇志金 300,000 4,500,000

　２．納骨堂冥加金 ( 179,300,000 ) ( 155,120,000 )

　１．浄華台冥加金 91,500,000 63,500,000

　２．納骨堂加入冥加金 14,000,000 14,000,000

　３．納骨壇移転冥加金 800,000 800,000

　４．納骨壇永年管理冥加金 2,000,000 2,000,000

　５．懇志金 3,000,000 3,000,000

　６．恭敬冥加金 68,000,000 71,820,000

　３．墓地冥加金 ( 3,550,000 ） ( 3,550,000 ）

　１．墓地管理冥加金 3,500,000 3,500,000

　２．その他冥加金 50,000 50,000

２．資産管理収入 [ 1,200,000 ] [ 400,000 ]

　１．資産運用収入 ( 1,200,000 ) ( 400,000 )

　１．諸利子 1,200,000 400,000

３．雑収入 [ 12,250,000 ] [ 13,850,000 ]

　１．雑収入 ( 4,600,000 ) ( 3,200,000 )

　１．雑収入 3,000,000 3,000,000

　２．懇志金その他非課税収入 1,600,000 200,000

　２．蓮の会収入 ( 2,500,000 ) ( 2,500,000 )

　１．蓮の会年会費 2,500,000 2,500,000

　３．宝物館収入 ( 4,150,000 ) ( 8,150,000 )

　１．観覧料収入 4,000,000 8,000,000

　２．グッズ等販売収入 150,000 150,000

　４．竹あかり収入 ( 1,000,000 ) ( 0 )

　１．懇志金 1,000,000 0

４．貸付金回収収入 [ 25,000,000 ] [ 25,000,000 ]

５．特定資産取崩収入 [ 3,793,750 ] [ 4,200,000 ]

　１．特定資産取崩収入 ( 3,793,750 ) ( 4,200,000 )

　１．納骨堂引当金取崩収入 592,000 4,200,000

　２．退職給与引当金取崩収入 3,201,750 0

６．前年度繰越収支差額 [ 460,638,364 ] [ 523,427,994 ]

合　　　計 772,032,114 819,047,994

議案第３号         令和７年度　専修寺歳入歳出予算（案）　

　 令和7年6月1日～令和8年5月31日

二
一



歳出の部

科　　　目 7年度予算額 6年度予算額

１．宗教活動支出 [ 184,030,440 ] [ 172,204,700 ]

　　１．門室費 ( 33,100,000 ) ( 33,000,000 )

　　　　１．門室費 33,100,000 33,000,000

　　２．維持費 ( 21,977,000 ) ( 23,896,700 )

　　　　１．護持費 7,214,000 5,650,000

　　　　２．恭敬費 1,200,000 1,592,700

　　　　３．事務費 3,600,000 3,080,000

　　　　４．扱待遇費 1,969,000 2,500,000

　　　　５．団参清掃費 70,000 50,000

　　　　６．協賛費 524,000 524,000

　　　　７．申物購入費 3,400,000 3,600,000

　　 　 ８．調度費 1,750,000 1,850,000

　　　　９．文化財保存費 2,250,000 1,250,000

　　　１０．平等院殿三年忌法要 0 1,800,000

　　　１１．堯祺上人三十三年忌法要 0 2,000,000

　　３．管理費 ( 88,998,000 ) ( 81,500,000 )

　　　　１．自動車諸費 1,400,000 1,450,000

　　　　２．水道光熱管理費 14,000,000 10,255,000

　　　　３．緑化管理費 3,300,000 3,095,000

　　　　４．通信印刷費 5,280,000 5,600,000

　　　　５．諸消耗品費 1,730,000 1,730,000

　　　　６．リース料 50,000 100,000

　　　　７．損害保険料 3,400,000 3,410,000

　　　　８．土地借用料 900,000 900,000

　　　　９．租税公課 800,000 800,000

　　　１０．警備費 4,500,000 4,200,000

　　  １１．雑費 2,138,000 1,060,000

　　　１２．防火設備費 5,500,000 5,700,000

　 　 １３．営繕補修費 46,000,000 43,200,000

　　４．納骨堂費 ( 6,168,000 ) ( 6,090,000 )

　　　　１．法会費 3,758,000 3,480,000

　　　　２．記念品費 400,000 600,000

　　　　３．納骨堂清掃費 2,010,000 2,010,000

　　５．宝物館費 ( 14,297,440 ) ( 13,118,000 )

　　    １．展示活動費 2,150,000 2,440,000

　　    ２．保存管理活動費 8,945,000 7,353,000

　　    ３．研究費 200,000 850,000

　　    ４．教育・普及活動費 50,000 150,000

　　    ５．グッズ制作費 200,000 500,000

二
二



科　　　目 7年度予算額 ６年度予算額

　　    ６．広報物制作費 332,000 80,000

　　    ７．諸会議費 192,000 150,000

　　    ８．施設維持保守管理費 2,228,440 1,595,000

　　６．行事費　 ( 4,610,000 ) ( 0 )

　　　  １．業務委託費 2,980,000 0

　　　  ２．広告宣伝活動費 450,000 0

　　　  ３．記念品費 350,000 0

　　　  ４．警備費 800,000 0

　　　  ５．消耗品費 30,000 0

　　７．墓地費 ( 1,380,000 ) ( 1,100,000 )

　　　　１．維持管理費 1,300,000 1,000,000

　　　　２．諸雑費 80,000 100,000

　　８．交付金 ( 13,500,000 ) ( 13,500,000 )

　　　　１．院号交付金 13,000,000 13,000,000

　　　　２．納骨壇加入交付金 500,000 500,000

２．人件費 [ 158,661,750 ] [ 152,520,000 ]

　　１．給料手当 ( 158,661,750 ) ( 152,520,000 )

　　　　１．諸給与 126,000,000 122,850,000

　　　　２．傭人費 3,000,000 3,000,000

　　　　３．日直宿直費 1,890,000 2,100,000

　　　　４．通勤補助費 3,570,000 3,570,000

　　　　５．福利厚生費 21,000,000 21,000,000

　　　　６．退職手当 3,201,750 0

３．繰入金支出 [ 8,984,424 ] [ 1,214,660 ]

　　1．特別会計繰入金支出 ( 8,984,424 ) ( 1,214,660 )

　　　　 １．専修寺聖教保存修理特会繰入金支出 1,283,424 1,214,660

　　　　　　２．国宝専修寺如来堂美観向上整備特会繰入金支出 7,701,000 0

４．資産取得支出 [ 6,885,000 ] [ 24,773,100 ]

　　１．什器備品取得支出 ( 885,000 ) ( 1,000,000 )

　　２．土地取得支出 ( 0 ) ( 21,000,000 )

　　３．ソフトウェア取得支出 ( 6,000,000 ) ( 2,773,100 )

５．特定資産支出 [ 467,750 ] [ 1,725,600 ]

　　１．特定資産支出 ( 467,750 ) ( 1,725,600 )

　　　　1．退職給与引当金繰入支出 467,750 1,725,600

６．予備費　 [ 1,000,000 ] [ 1,000,000 ]

７．次年度繰越収支差額 [ 412,002,750 ] [ 465,609,934 ]

合　　　計 772,032,114 819,047,994

二
三



議案第4号

令和7年度真宗高田派共済会歳入歳出予算案

【収入の部】
令和7年6月1日から令和8年5月31日

（単位：円）

科      目 7年度予算額 6年度予算額 差  異

財産収入 ［ 441,000 ］ ［ 49,000 ］ ［ 392,000 ］

預金利子 300,000 3,000 297,000

国公債利金 141,000 46,000 95,000

掛金収入 ［ 12,384,000 ］ ［ 12,380,000 ］ ［ 4,000 ］

寺院掛金 11,880,000 11,900,000 △ 20,000

本山職員掛金 504,000 480,000 24,000

繰入金収入 ［ 1,000,000 ］ ［ 1,000,000 ］ ［ 0 ］

高田派回金 1,000,000 1,000,000 0

償還金 ［ 1,512,000 ］ ［ 1,512,000 ］ ［ 0 ］

償還金 1,512,000 1,512,000 0

雑収入 ［ 6,000 ］ ［ 6,000 ］ ［ 0 ］

雑収入 6,000 6,000 0

積立金取崩収入 ［ 0 ］ ［ 6,000,000 ］ ［ △ 6,000,000 ］

国公債償還 0 6,000,000 △ 6,000,000

前年度繰越金 ［ 23,000,000 ］ ［ 18,000,000 ］ ［ 5,000,000 ］

収入合計 38,343,000 38,947,000 △ 604,000

【支出の部】 （単位：円）

科      目 7年度予算額 6年度予算額 差  異

給付金 ［ 12,000,000 ］ ［ 12,000,000 ］ ［ 0 ］

祝金・見舞金 2,000,000 2,000,000 0

香料 5,000,000 5,000,000 0

慰労金 5,000,000 5,000,000 0

［ 3,200,000 ］ ［ 3,200,000 ］ ［ 0 ］

　　 3,000,000 3,000,000 0

200,000 200,000 0

印刷製本費 ［ 1,450,000 ］ ［ 1,450,000 ］ ［ 0 ］

印刷製本費 1,450,000 1,450,000 0

事務費 ［ 430,000 ］ ［ 430,000 ］ ［ 0 ］

諸手当 380,000 380,000 0
雑費 50,000 50,000 0

［ 6,000,000 ］ ［ 6,000,000 ］ ［ 0 ］

6,000,000 6,000,000 0

予備費 ［ 2,000,000 ］ ［ 2,000,000 ］ ［ 0 ］

次年度繰越金 ［ 13,263,000 ］ ［ 13,867,000 ］ ［ △ 604,000 ］

支出合計 38,343,000 38,947,000 △ 604,000

国公債購入

積立金

奨学金・奨励金

奨学金

奨励金

二
四



議案第５号
　　     　　　 　   　　令和７年度　高田派法主褒賞特別会計歳入歳出予算（案）

歳入の部 （単位；円）
科目 ７年度予算額 ６年度予算額 増　減 備　考
１．維持資金 9,000 100 8,900
　　　利子 9,000 100 8,900 預金利息

２．法主褒賞特別基金取崩 500,000 500,000 0
３．雑収入 0 0 0 懇志等

４．繰越金 31,638 131,024 △ 99,386 前年度繰越金

合計 540,638 631,124 △ 90,486

歳出の部
科目 ７年度予算額 ６年度予算額 増　減 備　考
１．委員会費 86,000 86,000 0
　　１．委員会手当旅費 66,000 66,000 0 選考委員手当、旅費

　　２．会議費 20,000 20,000 0 選考委員会昼食代

２．褒賞費 440,000 440,000 0
　　１．記念品費 400,000 400,000 0 受賞者記念品

　　２．扱費 40,000 40,000 0 受賞者、招待者接待費

３．諸雑費 880 880 0 振込手数料

４．次期繰越金 13,758 104,244 △ 90,486 次年度繰越金

合計 540,638 631,124 △ 90,486

令和７年６月１日～令和８年５月３１日

二
五



議案第６号

　 　　 令和7年度 　専修寺聖教保存修理特別会計歳入歳出予算(案）

歳入の部 (単位：円)

科　　　目 7年度予算額 6年度予算額 　

１．国庫補助金 [ 1,801,000 ] [ 2,183,000 ] 　  

　　　　国庫補助金 ( 1,801,000 ） ( 2,183,000 ） 　

　　　　　　国庫補助金 1,801,000 2,183,000 　

２．三重県補助金 [ 360,000 ] [ 397,000 ] 　 　

　　　　三重県補助金 ( 360,000 ） ( 397,000 ） 　

　　　　　　三重県補助金 360,000 397,000 　

３．津市補助金 [ 180,000 ] [ 198,000 ] 　 　

　　　　津市補助金 ( 180,000 ） ( 198,000 ） 　

　　　　　　津市補助金 180,000 198,000 　

４．所有者負担金 [ 1,283,424 ] [ 1,214,660 ] 　

　　　　所有者負担金 ( 1,283,424 ) ( 1,214,660 ) 　 　

　　　　　　所有者負担金 1,283,424 1,214,660 　

５．雑収入 [ 0 ] [ 0 ] 　 　

　　　　雑収入 ( 0 ） ( 0 ） 　

　　　　　　雑収入 0 0 　

合　　計 3,624,424 3,992,660 　

歳出の部

科　　　目 7年度予算額 6年度予算額 　

１．総事業費 [ 3,614,854 ] [ 3,979,460 ] 　 　

　　　請負費 ( 3,593,854 ) ( 3,957,690 ) 　 松鶴堂修理請負費

　　　　　人件費 1,555,400 1,698,000

　　　　　原材料費 800 24,400

　　　　　直接経費 1,710,940 1,867,800

　　　　　特別経費 0 7,000

　　　　　技術料等経費 0 700

　　　　　消費税 326,714 359,790

　　　活用事業費 ( 21,000 ) ( 21,770 ) 　

　　　　　報償費 10,000 10,000 講師御礼

　　　　　旅費 5,000 5,000 　

　　　　　需用費 6,000 6,770 チラシ作成等

２．その他の経費 [ 9,570 ] [ 13,200 ] 　

　　　その他の経費 ( 9,570 ) ( 13,200 )

　　　　　需用費 9,570 13,200 写真代等

合　　計 3,624,424 3,992,660 　

令和7年6月1日～令和8年5月31日

二
六



議案第７号

歳入の部 (単位：円)

科　　　目 7年度予算額 　

１．国庫補助金 [ 23,101,000 ] 　  

　　　　国庫補助金 ( 23,101,000 ）

　　　　　　国庫補助金 23,101,000 　

２．三重県補助金 [ 3,554,000 ] 　 　

　　　　三重県補助金 ( 3,554,000 ） 　

　　　　　　三重県補助金 3,554,000 　

３．津市補助金 [ 1,184,000 ] 　 　

　　　　津市補助金 ( 1,184,000 ） 　

　　　　　　津市補助金 1,184,000 　

４．所有者負担金 [ 7,701,000 ] 　

　　　　所有者負担金 ( 7,701,000 ) 　 　

　　　　　　所有者負担金 7,701,000 　

５．雑収入 [ 0 ] 　 　

　　　　雑収入 ( 0 ） 　

　　　　　　雑収入 0 　

合　　計 35,540,000 　

歳出の部

科　　　目 7年度予算額 　

１．総事業費 [ 35,540,000 ] 　 　

　　　本工事費 ( 31,220,300 ) 　

　　　　　旅費 10,500

　　　　　需用費 30,000 文具、コピー代他

　　　　　役務費 41,000 切手、収入印紙、送料

　　　　　工事請負費 31,138,800

　　　設計料及び監理料 ( 4,319,700 ) 　

　　　　　委託費 4,319,700

合　　計 35,540,000 　

文化庁担当官指導旅費

人件費、経費、消費税他

令和7年度 　国宝専修寺如来堂美観向上整備事業特別会計歳入歳出予算(案）

令和7年6月1日～令和8年5月31日

二
七



 
 
 

報告事項 
 
 
 
 

財政見通しについて 
 
 
 
 

について別紙のとおり提出します 

 
 
 
 

令和 7 年 5 月 27 日 

 
 
 

宗務総長  大僧都  増 田 修 誠 

総  務  中僧都  藤 谷 知 良 

総  務  中僧都  弓 削 弘 胤 

二
八



令和６年度における学校法人高田学苑の決算は次の通りですので、高田学苑 

寄附行為第７６条の規定に基づき公告いたします。 

 

二
九



注記　１．重要な会計方針

　　（１）引当金の計上基準

　　○徴収不能引当金・・・・・・・未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

　　○退職給与引当金

（短　 期  　大 　学）　退職金の支給に備えるため、期末要支給額　168,545,734円　の１００％を基にして私立大学

　　　　　　　　　　　　退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

（中学校及び高等学校）　退職金の支給に備えるため、期末要支給額　1,048,396,970円　から三重県私学振興会より交付

　　　　　　　　　　　　金相当額を控除した金額の１００％を計上している。

　　（２）その他重要な会計方針

　　○有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　移動平均法に基づく原価法である。

２．重要な会計方針の変更等

３．減価償却額の累計額の合計額 7,384,604,180円

４．徴収不能引当金の合計額 0円

５．担保に供されている資産の種類及び額 0円

６．翌会計年度以降の会計年度において基本金へ組入れを行うこととなる金額 2,885,300円

７．当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

       第４号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

８．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

　（１）有価証券の時価情報

①　総括表 （単位　円）

貸借対照表計上額 時　　　価 差　　　額

3,297,674 32,690,706 29,393,032

(0) (0) (0)

1,290,649,860 1,195,960,303 △94,689,557

(1,270,649,860) (1,175,994,303) (△94,655,557)

1,293,947,534 1,228,651,009 △65,296,525

(1,270,649,860) (1,175,994,303) (△94,655,557)

-

1,293,947,534

②　明細表 （単位　円）

貸借対照表計上額 時　　　価 差　　　額

1,120,649,860 1,042,842,500 △77,807,360 

3,297,674 32,690,706 29,393,032 

170,000,000 153,117,803 △16,882,197 

- - -

- - -

1,293,947,534 1,228,651,009 △65,296,525 

-

1,293,947,534 有価証券合計

　　　該当無し

株　式

投資信託

貸付信託

その他

合　計

時価のない有価証券

（うち満期保有目的の債券）

時価のない有価証券

有価証券合計

種　類
当年度（令和７年３月３１日）

債　券

合　　計

（うち満期保有目的の債券）

当年度（令和７年３月３１日）

時価が貸借対照表計上額を超えるもの

（うち満期保有目的の債券）

時価が貸借対照表計上額を超えないもの
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宗 門 の お 知 ら せ

納骨冥加金等の改定 

 

下記の通り各種冥加金を改定いたします。ご周知いただきますようお願い

申し上げます。 

［改定実施日］ 

１．納 骨 冥 加 金 令和 7 年 9 月 1 日より 

２．各 種 読 経 冥 加 金 令和 7 年 9 月 1 日より 

３．納骨堂納骨壇年間恭敬冥加金 令和 8 年 1 月 1 日より 

 

記 

１．納骨冥加金 改定内容 

種別 現在 令和 7 年 9 月 1 日より 

本山納骨 ２万円以上 ３万円以上 

 

２．各種読経冥加金 改定内容 

種別 現在 令和 7 年 9 月 1 日より 

仏間読経 ５千円以上 １万円以上 

納骨壇前読経 ２千円以上 ３千円以上 

臨時読経 ２万円以上 ３万円以上 

 

３．納骨堂納骨壇年間恭敬冥加金 改定内容 

種別 現在 令和 8 年 1 月 1 日より 

普通型 ４千円以上 ６千円以上 

大 型 ８千円以上 １万１千円以上 

特別型 ２万４千円以上 ３万円以上 

第 2 納骨堂 ４千円以上 ６千円以上 

以上 

 

ご不明な点につきましては総合案内所までお問い合わせください。 

 

 真宗高田派本山専修寺 総合案内所 

 TEL ０５９-２３２-７２３４（受付時間：午前 9時から午後 4時） 

三
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三
二
頁

第
二
十
三
世
堯
祺
上
人

三
十
三
年
忌
法
会
御
香
儀
芳
名

第
二
十
三
世
堯
祺
上
人
三
十
三
年
忌
法
会
に
際
し
ま
し

て
は
、
高
田
派
御
寺
院
様
よ
り
鄭
重
な
る
御
弔
慰
並
び
に

芳
志
を
賜
り
有
難
く
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
お
蔭
を

以
ち
ま
し
て
諸
法
事
万
端
滞
り
な
く
御
影
堂
に
て
厳
修
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
御
香
儀
賜
り
ま
し
た
御

寺
院
様
の
寺
号
を
記
し
謝
意
と
共
に
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。な

お
、
御
同
行
・
一
般
の
方
々
よ
り
も
御
芳
志
を
賜
り

ま
し
た
が
、
宗
報
へ
の
掲
載
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
何
卒
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

本
寺
専
修
寺

京
都
別
院

名
古
屋
別
院

神
戸
別
院

北
海
道
別
院

関
東
別
院

横
浜
別
院
乗
願
寺

三
重
第
一
組
西
部

智
慧
光
院

玉
保
院

三
重
第
二
組
甲
部
東

満
願
寺

三
重
第
二
組
甲
部
西

浄
光
寺

三
重
第
二
組
乙
部

願
正
寺

三
重
第
三
組

本
徳
寺

光
澤
寺

深
正
寺

上
宮
寺

三
重
第
四
組

善
休
寺

泉
光
寺

勝
鬘
寺

三
重
第
五
組

圓
照
寺

三
重
第
六
組
北
部

圓
福
寺

本
楽
寺

唯
称
寺

善
導
寺

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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三
三
頁

金
剛
寺

三
重
第
六
組
東
部

法
性
寺

大
誓
寺

常
蓮
寺

三
重
第
六
組
西
部

萬
徳
寺

西
方
寺

信
行
寺

義
明
寺

(

中
川)

三
重
第
八
組

明
通
寺

本
照
寺

三
重
第
九
組
西
部

圓
浄
寺

浄
見
寺

三
重
第
九
組
東
部

照
安
寺

三
重
第
十
組

延
寿
寺

信
蓮
寺

因
誓
寺

寳
田
寺

三
重
第
十
一
組
東
部

浄
泉
寺

西
光
寺

柳
含
寺

満
昌
寺

(

大
仰)

三
重
第
十
一
組
西
部

福
專
寺

延
命
寺

三
重
第
十
二
組
東
部

常
楽
寺

三
重
第
十
三
組

澄
源
寺

成
覚
寺

三
重
第
十
四
組

正
全
寺

宝
林
寺

西
林
寺

西
蓮
寺

伝
福
寺

松
原
寺

三
重
第
十
五
組

誓
昌
院

法
善
寺

西
徳
寺

三
重
第
十
六
組
北
部

光
善
寺

三
重
第
十
七
組
北
部

玉
泉
寺

三
重
第
十
七
組
南
部

唯
願
寺

願
正
寺

三
重
第
十
八
組

立
法
寺

中
山
寺

三
重
第
二
十
組

西
光
寺

欣
淨
寺

三
重
第
二
十
一
組
東
部

信
福
寺

真
永
寺

三
重
第
二
十
一
組
西
部

勝
光
寺

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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三
四
頁

三
重
第
二
十
二
組
西
部

深
藕
寺

三
重
第
二
十
二
組
東
部

西
運
寺

三
重
第
二
十
三
組

隨
念
寺

三
重
第
二
十
四
組
乙
部

了
性
寺

三
重
第
二
十
五
組
南
部

唯
信
寺

最
勝
寺

三
重
第
二
十
五
組
北
部

専
照
寺

三
重
第
二
十
六
組

本
覚
寺

正
圓
寺

眞
臺
寺

光
明
寺

海
念
寺

三
重
第
二
十
七
組

妙
華
寺

三
重
第
二
十
八
組

光
明
寺

正
蓮
寺

愛
知
第
三
組

眞
福
寺

愛
知
第
五
組

東
照
寺

愛
知
第
九
組

松
林
寺(

)

名
古
屋

神
奈
川
県

空
乗
寺

常
専
寺

甚
行
寺

大
阪
府

正
覚
寺

大
乗
寺

岩
手
県

選
擇
寺

福
井
第
二
組

(

折
立)

稱
名
寺

北
海
道

専
誠
寺

弘
専
寺

真
高
寺

東
京
神
奈
川
組

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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三
五
頁

興
学
布
教
研
究
大
会
報
告

高
田
教
学
に
関
す
る
研
究
・
布
教
の
振
興
を
目
的
と
し

て
、
例
年
、
四
月
二
十
九
日
（
昭
和
の
日
）
に
開
催
さ
れ

て
い
る
「
高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会
」
は
、

高
田
派

随
一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大
会
で
あ
る
。
昨
年
同
様
に
、

会
場
は
高
田
会
館
ホ
ー
ル
を
使
用
し
、
午
前
九
時
十
五
分

よ
り
開
会
式
が
執
り
行
わ
れ
、

御
法
主
か
ら
お
言
葉
を

頂
戴
し
、
引
き
続
き
日
程
の
説
明
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
三

十
分
の
持
ち
時
間
で
発
表
と
な
っ
た
。

発
表
後
に
十
分
の
休
憩
を
は
さ
ん
で
の
座
談
会
（
質
疑

応
答
）
と
な
り
、
昼
食
前
に
は
閉
会
し
た
。

発
表
者
は
、
次
の
講
題
に
よ
る
発
表
で
あ
っ
た
。

「
小
説
作
品
の
中
の
親
鸞
の
人
物
像
」

津

市

慈
光
寺
衆
徒

藤
山

真
朋

師

「
隆
寛
の
証
果
論
に
お
け
る
親
鸞
と
の
交
渉
面
」

大
阪
市

大
乘
寺
副
住
職


尾

真
祐

師

「
獲
信
見
敬
大
慶
喜
」

岡
崎
市

蓮
珠
寺
住
職

安
藤

純
海

師

そ
の
後
、
座
談
会
（
質
疑
応
答
）
で
は
、
ご
聴
聞
い
た

だ
い
た
出
席
者
よ
り
生
死
の
問
題
、
教
義
に
関
わ
る
貴
重

な
質
問
や
感
想
を
拝
受
し
、
教
学
研
究
・
布
教
に
熱
意
の

あ
る
方
々
に
よ
っ
て
本
年
の
大
会
も
無
事
に
終
了
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

発
表
者
に
は
後
日
、
発
表
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
て
い

た
だ
き
、
次
の
よ
う
に
ご
報
告
を
い
た
だ
い
た
。

「
小
説
作
品
の
中
の
親
鸞
の
人
物
像
」

津
市

慈
光
寺
衆
徒

藤
山

真
朋

真
宗
を
開
い
た
親
鸞
聖
人
は
、
幼
少
期
に
出
家
し
、
そ

の
後
法
然
聖
人
に
師
事
し
て
、
弾
圧
を
受
け
つ
つ
も
浄
土

の
救
い
の
教
え
を
説
い
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
私
は
、
そ
の
教
え
を
広
め
ら
れ
た
親
鸞
聖
人
の
人

柄
を
知
る
方
法
は
無
い
か
と
考
え
た
。
そ
こ
で
私
が
考
察

に
使
用
し
た
の
が
、
親
鸞
聖
人
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
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創
作
物
で
過
去
の
人
物
を
描
く
時
に
は
、
歴
史
的
事
象
か

ら
筆
者
が
考
察
す
る
の
は
勿
論
だ
が
、
そ
の
過
程
で
筆
者

に
よ
る
脚
色
が
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

小
説
作
品
だ
か
ら
こ
そ
見
出
せ
る
人
物
像
の
描
か
れ
方
と

い
う
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
こ
で
今

回
、
五
木
寛
之
氏
の
『
親
鸞
』
と
津
本
陽
氏
の
『
弥
陀
の

橋
は
』
を
取
り
挙
げ
て
、
二
作
品
に
お
け
る
親
鸞
聖
人
の

人
物
像(

以
下
親
鸞
像)
の
描
か
れ
方
の
対
比
を
行
な
っ
た

上
で
、
そ
の
よ
う
な
小
説
か
ら
ど
の
よ
う
な
親
鸞
像
を
読

み
取
れ
る
か
を
考
察
し
た
。

『
親
鸞
』
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
要
素
が
多
め
で
、
緩
急

あ
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
ち
ら
の
作
品
で
強
く
描
写
さ
れ
た
親
鸞
像
の
う
ち
三
つ

。

、

、

を
以
下
に
挙
げ
る

一
つ
目
は

綽
空
と
敵
対
す
る
遵
西

ま
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
人
物
た
ち
と
の
対
立
を
通
し
て
強

調
さ
れ
た
、
歴
史
的
事
実
だ
け
で
は
読
み
取
れ
な
い
親
鸞

「

」

。

聖
人
の
姿
勢
が
示
さ
れ
た

説
法
者

と
し
て
の
親
鸞
像

二
つ
目
は
綽
空
と
恵
心
（
恵
信
尼
の
こ
と
）
の
互
い
の
心

中
の
告
白
と
い
う
劇
的
な
場
面
で
描
か
れ
た
、
愛
す
る
者

に
対
し
て
情
熱
的
な
「
妻
帯
し
た
僧
」
親
鸞
の
側
面
。
三

つ
目
は
善
鸞
や
恵
心
を
念
仏
門
の
同
朋
と
し
て
扱
う
、
ど

こ
か
「
家
族
へ
の
情
が
薄
い
家
族
観
」
を
も
つ
親
鸞
像
。

こ
の
三
つ
が
主
に
挙
げ
ら
れ
る
。
三
つ
目
に
関
し
て
、
越

後
時
代
か
ら
家
族
に
対
し
て
の
情
が
薄
い
親
鸞
像
が
描
か

れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
越
後
時
代
に
恵
心
が
身
ご

も
っ
た
と
聞
い
て
も
喜
び
が
こ
み
あ
げ
な
い
、
と
い
う
描

写
が
あ
り
、
ま
た
善
鸞
が
関
東
で
暴
走
し
て
、
親
鸞
聖
人

の
接
し
方
が
問
題
だ
と
指
摘
さ
れ
た
時
も
な
お
「
仏
の
前

で
は
善
鸞
も
同
じ
凡
夫
」
と
語
り
、
や
が
て
善
鸞
を
義
絶

す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
な
ぜ
か
親
鸞
聖
人
の
子
ど
も
へ
の
感
情

は
薄
く
描
か
れ
、
ま
る
で
家
族
の
情
愛
を
少
し
ず
つ
手
放

し
て
い
る
よ
う
な
描
写
に
も
見
え
た
。
ま
た
恵
心
と
の
衝

突
も
多
く
描
か
れ
、
恵
心
が
夢
告
に
よ
っ
て
親
鸞
聖
人
を

観
音
と
思
い
込
む
場
面
は
、
ど
こ
か
心
離
れ
の
よ
う
に
思

わ
れ
た
。
こ
の
越
後
時
代
の
親
鸞
像
描
写
か
ら
は
、
薄
情

と
も
捉
え
ら
れ
る
家
族
観
を
も
つ
親
鸞
像
、
ま
た
他
者
や

家
族
と
の
向
き
合
い
方
に
難
を
抱
え
た
親
鸞
像
が
読
み
取

れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
家
族
観
に
つ
い
て
親
鸞
聖
人
の
落

ち
度
を
指
摘
す
る
よ
う
な
描
写
は
、
五
木
氏
特
有
の
描
き
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方
だ
と
い
え
る
。
以
上
の
通
り

『
親
鸞
』
で
は
緩
急
あ

、

る
ス
ト
ー
リ
ー
と
様
々
な
登
場
人
物
に
よ
る
個
性
的
な
親

鸞
聖
人
の
描
き
方
に
よ
っ
て
、
真
宗
の
求
道
者
の
姿
と
人

と
し
て
の
欠
点
を
抱
え
た
、
当
時
の
親
鸞
聖
人
の
姿
が
リ

ア
リ
テ
ィ
あ
る
形
で
描
か
れ
て
い
た
。

『
弥
陀
の
橋
は
』
で
は
歴
史
的
事
実
に
沿
っ
て
親
鸞
聖

人
の
描
写
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
で
特
有
の
親
鸞
像
描

写
の
う
ち
三
つ
を
挙
げ
る
と
、
一
つ
目
に
、
困
窮
す
る
庶

民
に
ひ
た
す
ら
寄
り
添
い
、
彼
ら
の
救
済
を
切
に
願
う
、

「

」

、

、

津
本
陽
が

や
さ
し
い

と
称
し
た
親
鸞
像

二
つ
目
に

宙
に
書
い
た
字
が
紙
に
浮
か
び
上
が
る
、
と
い
っ
た
奇
跡

の
よ
う
な
逸
話
が
語
ら
れ
る
「
如
来
の
化
身
」
と
し
て
の

親
鸞
像
、
三
つ
目
に
皆
を
念
仏
門
の
同
朋
と
す
る
考
え
と

「

」

家
族
へ
の
執
着
と
い
う
重
大
な

矛
盾
を
抱
え
た
家
族
観

を
も
つ
親
鸞
像
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
三
つ
目
の

家
族
観
に
関
し
て

『
親
鸞
』
よ
り
は
家
族
へ
の
情
が
あ

、

る
描
写
が
さ
れ
て
い
た
。
恵
信
尼
に
対
し
て
は
、
あ
る
日

恵
信
尼
が
、
親
鸞
が
観
音
で
あ
る
と
の
夢
を
見
た
こ
と
か

ら
、
恵
信
尼
と
親
鸞
聖
人
が
お
互
い
を
観
音
菩
薩
の
化
身

と
思
い
合
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
現
代
か
ら
す
る
と
夫

婦
の
形
と
し
て
は
妙
で
あ
る
が
、
確
か
に
愛
が
確
立
さ
れ

、

。

て
お
り

親
鸞
特
有
の
家
族
観
の
描
写
が
な
さ
れ
て
い
た

ま
た
子
に
対
し
て
は
、
共
に
過
ご
す
時
間
の
中
で
「
い
つ

ま
で
も
か
よ
う
に
あ
り
た
い
」
と
思
う
様
子
が
描
か
れ
、

親
鸞
聖
人
の
家
族
へ
の
執
着
が
読
み
取
れ
た
。
後
に
恵
信

尼
や
子
ど
も
た
ち
を
念
仏
門
の
同
朋
と
扱
う
よ
う
に
な
る

が
、
一
方
、
善
鸞
の
義
絶
の
場
面
で
「
子
と
思
う
こ
と
も

断
念
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
親
子
の
関
係

と
浄
土
門
の
同
朋
と
い
う
関
係
に
、
線
引
き
が
完
全
に
は

で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
読
み
取
れ
る
。
ま

た
晩
年
は
「
ど
れ
ほ
ど
恵
信
尼
に
苦
し
み
を
訴
え
た
か
っ

た
か
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
孤
独
を
深
め
て
家
族
に
執

着
す
る
描
写
も
み
ら
れ
た

『
弥
陀
の
橋
は
』
の
晩
年
の

。

描
写
で
は
、
家
族
へ
の
執
着
が
目
立
っ
て
い
た
。
そ
の
よ

う
な
自
己
矛
盾
に
対
し
て
も
親
鸞
聖
人
は
悩
ん
で
い
た
と

い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
『
親
鸞
』
と
『
弥
陀
の
橋
は
』
で
描
写
さ

れ
た
共
通
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
っ
た
親
鸞
像

に
よ
り
、
普
段
知
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
親
鸞
の
人
格
・
性

格
・
人
物
像
に
つ
い
て
、
生
き
生
き
と
し
た
形
で
想
像
を
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巡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
か
ら
、
小
説
と
い
う
描

き
方
は
親
鸞
聖
人
を
語
り
継
ぐ
上
で
有
効
だ
と
い
え
る
。

ま
た
今
後
の
親
鸞
聖
人
の
語
り
方
の
有
り
方
を
考
え
る

と

『
弥
陀
の
橋
は
』
の
よ
う
に
、
客
観
的
評
価
や
歴
史

、
的
事
実
に
即
し
た
事
績
を
語
り
継
ぐ
親
鸞
聖
人
の
描
き
方

は
も
ち
ろ
ん
大
事
で
あ
る
。
一
方
で
、
五
木
氏
が
描
い
た

『
親
鸞
』
に
お
い
て
そ
の
家
族
観
に
疑
問
を
感
じ
た
よ
う

に
、
各
々
が
親
鸞
聖
人
に
感
じ
た
主
観
的
な
評
価
を
唱
え

て
い
く
、
い
わ
ば
「
私
の
親
鸞
」
を
語
る
こ
と
で
、
親
鸞

像
が
生
き
生
き
と
し
た
形
で
人
々
の
記
憶
に
残
り
、
望
ま

し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
つ
ま
り
は
『
親
鸞
』

の
よ
う
な
主
観
的
描
写
と
『
弥
陀
の
橋
は
』
の
よ
う
な
客

観
的
描
写
の
両
立
が
、
こ
れ
か
ら
多
く
な
さ
れ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
聖
人
と
し
て
親

鸞
聖
人
の
功
績
を
称
賛
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
落
ち
度

と
考
え
る
箇
所
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
欠
点
を
備
え
た
た

だ
の
人
と
し
て
身
近
に
親
鸞
聖
人
を
記
憶
に
留
め
置
け
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

「
隆
寛
の
証
果
論
に
お
け
る
親
鸞
」
と
の
交
渉
面

大
阪
市

大
乘
寺
副
住
職


尾
真
祐

一
、
は
じ
め
に

隆
寛
は
、
法
然
門
下
の
有
力
者
で
あ
り
、
親
鸞
の
兄
弟

子
に
あ
た
る
。
親
鸞
は
そ
の
著
作
を
し
ば
し
ば
書
写
し
門

弟
に
与
え
る
な
ど
、
隆
寛
を
、
法
然
の
教
え
を
正
し
く
継

承
し
た
善
知
識
と
仰
い
で
い
る
。

ま
た
、
教
学
の
展
開
が
多
岐
に
わ
た
る
法
然
門
下
に
お

い
て
、
隆
寛
と
親
鸞
の
教
学
に
は
共
通
点
が
多
く
、
先
行

研
究
の
多
く
は
、
隆
寛
を
法
然
か
ら
親
鸞
へ
の
思
想
展
開

の
橋
渡
し
に
位
置
付
け
て
い
る
。
例
え
ば
隆
寛
は
、
法
然

が
僅
か
に
し
か
用
い
な
か
っ
た
曇
鸞
の
『
論
註
』
を
、
本

願
の
真
実
性
や
他
力
義
を
強
調
す
る
文
脈
で
多
く
用
い
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
然
の
法
義
を
天
親
・
曇
鸞
の
教

。

、

学
に
よ
っ
て
理
論
づ
け
た
親
鸞
と
軌
を
一
に
す
る

ま
た

親
鸞
の
己
証
と
し
て
知
ら
れ
る
現
生
正
定
聚
説
の
萌
芽
が

隆
寛
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
隆
寛
・
親
鸞
の
思
想
交
渉
に
関
す
る
研
究
は
、
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こ
れ
ま
で
主
に
一
念
多
念
の
問
題
や
三
心
理
解
に
重
点
が

置
か
れ
、
証
果
論
に
関
し
て
は
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
隆
寛
の
証
果
論
に
注

目
し
、
そ
の
著
作
の
中
で
も
主
に
『
極
楽
浄
土
宗
義
』
と

『
弥
陀
本
願
義
』
と
に
拠
り
つ
つ
、
親
鸞
と
の
交
渉
面
を

探
っ
て
み
た
い
。

二
、
問
題
の
所
在

、

、

隆
寛
・
親
鸞
の
師
で
あ
る
法
然
の
著
作
に
は

証
果
論

特
に
往
生
後
に
関
す
る
記
述
は
極
め
て
少
な
い

『
選
択

。

集
』
に
お
い
て
も
引
文
中
に
還
相
が
端
的
に
示
さ
れ
る
の

み
で
あ
り
、
証
果
論
が
体
系
的
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
。一

方
、
親
鸞
は
「
証
文
類
」
に
証
果
論
を
詳
細
に
述
べ

て
い
る
。
そ
の
後
半
の
還
相
回
向
釈
に
は
、
往
生
人
の
還

相
の
あ
り
さ
ま
を
『
論
註
』
の
引
文
に
よ
っ
て
具
体
的
に

描
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
法
然
と
親
鸞
の
証
果
論
は
、
記
述
量
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
内
容
に
も
大
き
な
隔
た
り
が
感
じ
ら
れ

る
。
親
鸞
の
己
証
と
し
て
知
ら
れ
る
「
現
生
正
定
聚
」
や

「
往
生
即
成
仏
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
法
然
に
お
い
て

「
還
来
穢
国
の
相
状
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
「
還
相
」
の

概
念
が
、
親
鸞
に
い
た
っ
て
は
他
方
摂
化
や
本
国
位
相
も

含
め
た
「
従
果
還
因
の
相
状
」
す
べ
て
へ
と
拡
張
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
法
然
と
親
鸞
の
証
果
論
に
お
け
る
隔
た
り
に
、
隆

寛
を
そ
の
橋
渡
し
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
。
そ
の

こ
と
を
、
隆
寛
の
著
作
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

三

『
極
楽
浄
土
宗
義
』
に
見
る
隆
寛
の
証
果
論

、『
極
楽
浄
土
宗
義
』
に
は
隆
寛
の
証
果
論
が
体
系
的
に

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
浄
土
に
は
三
心
具
足
の
者

が
往
生
す
る
報
土
と
、
三
心
不
具
足
の
自
力
修
善
の
者
を

阿
弥
陀
仏
が
大
慈
大
悲
で
も
っ
て
摂
取
す
る
辺
地
の
、
二

種
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

隆
寛
は
、
報
土
に
往
生
し
た
者
は
無
生
法
忍
を
得
て
初

住
の
位
に
住
す
る
と
述
べ
る
。
た
だ
、
往
生
直
後
こ
そ
初

住
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
浄
土
の
「
超
越
の
理
」
に
よ
っ

て
階
級
の
一
々
を
経
る
こ
と
な
く
、
各
位
の
功
徳
を
速
や

か
に
円
満
し
自
然
に
断
証
し
て
い
く
こ
と
を

『
論
註
』

、
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に
よ
っ
て
論
証
し
て
い
る
。

な
お

論
註

は

こ
の

超
越
の
理

の
根
拠
を

無

『

』

、

「

」

『

』

。

『

』

量
寿
経

第
二
十
二
願
に
求
め
て
い
る

隆
寛
が

論
註

当
面
の
意
味
に
従
い
依
用
す
る
一
方
、
親
鸞
は
こ
の
第
二

十
二
願
を
独
自
に
訓
み
替
え
、
そ
こ
に
従
果
還
因
の
菩
薩

の
あ
り
さ
ま
を
見
出
し
て
い
る
。

四

『
弥
陀
本
願
義
』
に
見
る
隆
寛
の
証
果
論

、『
無
量
寿
経
』
の
四
十
八
願
の
註
釈
書
で
あ
る
『
弥
陀

本
願
義
』
に
お
い
て
隆
寛
は
、
往
生
人
の
あ
り
さ
ま
を
詳

細
に
記
述
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
『
論
註
』
の
引
用
が

多
く
見
ら
れ
る
。
多
く
は
概
念
や
用
語
を
説
明
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
る
が
、
往
生
人
の
あ
り
さ
ま
を
示
す
た
め
の

引
用
も
見
出
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
第
二
十
一
願
の
釈
に
は
不
虚
作
住
持
功
徳
釈

の
文
が
引
用
さ
れ
、
直
接
言
及
さ
れ
な
い
も
の
の
、
浄
土

の
菩
薩
の
諸
仏
供
養
や
他
方
摂
化
の
活
動
が
示
唆
さ
れ
て

。

、

、

い
る

ま
た

第
二
十
五
願
の
釈
に
は
菩
薩
功
徳
の
第
一

い
わ
ゆ
る
「
不
動
而
至
」
の
釈
が
引
用
さ
れ
、
浄
土
の
菩

薩
が
仏
と
同
じ
智
で
も
っ
て
十
方
世
界
を
教
化
す
る
こ

と
、
そ
れ
が
菩
薩
の
本
懐
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。隆

寛
は
従
因
至
果
の
菩
薩
の
あ
り
さ
ま
と
す
る
の
に
対

し
、
親
鸞
は
従
果
還
因
の
菩
薩
の
あ
り
さ
ま
と
す
る
と
い

う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
浄
土
の
菩
薩
の
活
動
を
描
く
に

お
い
て

『
論
註
』
を
用
い
て
い
る
点
は
共
通
す
る
。
さ

、

ら
に
、
法
然
が
言
及
し
な
い
諸
仏
供
養
や
他
方
摂
化
に
言

及
す
る
と
こ
ろ
に
も
、
隆
寛
と
親
鸞
と
の
共
通
点
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
ま
と
め

隆
寛
は
、
本
願
の
真
実
性
や
他
力
義
の
強
調
の
た
め
の

み
な
ら
ず
、
証
果
論
、
特
に
往
生
後
の
あ
り
さ
ま
を
示
す

上
に
お
い
て
も
『
論
註
』
を
多
く
用
い
て
い
る
。

往
生
即
成
仏
を
説
か
な
い
隆
寛
に
お
い
て
往
生
人
の
あ

り
さ
ま
は
、
あ
く
ま
で
従
因
至
果
の
菩
薩
で
あ
り
、
親
鸞

に
お
け
る
従
果
還
因
の
菩
薩
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、
法

然
が
ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
か
っ
た
浄
土
往
生
後
の
あ
り
さ

ま
を
詳
細
に
描
き
、
そ
こ
に
『
論
註
』
を
多
く
用
い
て
い

る
こ
と
は
、
証
果
論
に
お
け
る
隆
寛
と
親
鸞
の
交
渉
面
の

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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一
つ
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
現
生
正
定
聚
説
の
萌
芽
が
隆
寛
に
見
ら
れ
る
の

み
な
ら
ず
、
還
相
に
関
し
て
法
然
が
言
及
し
な
か
っ
た
諸

仏
供
養
や
他
方
摂
化
に
言
及
す
る
点
に
お
い
て
、
親
鸞
の

還
相
の
概
念
の
拡
張
と
同
じ
方
向
性
を
、
隆
寛
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。

ひ
と
ま
ず
こ
の
二
点
に
関
し
て
は
、
隆
寛
を
、
証
果
論

に
お
け
る
法
然
か
ら
親
鸞
へ
の
思
想
展
開
の
橋
渡
し
に
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
獲
信
見
敬
大
慶
喜
」

岡
崎
市

蓮
珠
寺
住
職

安
藤

純
海

弥
陀
大
悲
の
誓
願
を

ふ
か
く
信
ぜ
ん
人
は
み
な

ね
て
も
さ
め
て
も
へ
だ
て
な
く

南
無
阿
弥
陀
佛
と
称
う
べ
し

（

）

正
像
末
法
和
讃

五
十
三
首
目

愛
知
県
岡
崎
市
蓮
珠
寺
住
職
の
安
藤
純
海
と
申
し
ま

す
。
本
日
は
研
究
大
会
で
は
あ
り
ま
す
が
、
御
法
話
を
と

の
依
頼
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
満
足
な
お
取
り
次
ぎ
は

で
き
ま
せ
ん
が
、
少
し
だ
け
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
そ
も
そ
も
私
は
宗
門
の
大
学
で
専
門
的
な
研
究
や
勉

強
を
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
教
義
経
典
に
つ

い
て
も
難
し
い
こ
と
は
お
話
し
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
暮
ら

し
の
中
で
の
お
念
仏
を
語
ら
せ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
ど
う

ぞ
肩
の
力
を
お
抜
き
に
な
っ
て
お
聞
き
い
た
だ
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。

最
近
い
ろ
い
ろ
な
方
か
ら
お
訊
ね
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
「
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
で
す
か
」
と
い
う
ご
質
問
で

す
。
皆
さ
ん
な
ら
ど
の
よ
う
に
お
答
え
な
さ
い
ま
す
か
。

先
日
友
人
と
待
ち
合
わ
せ
を
し
、
公
園
の
ベ
ン
チ
で
コ

ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
い
ま
し
た
。
麗
し
い
ご
婦
人
が
２
名
近

づ
い
て
ま
い
り
、
声
を
か
け
て
き
ま
し
た
。
多
分
キ
リ
ス

ト
教
の
勧
誘
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
が
少
々
時
間
も
あ
り

ま
し
た
し
、
興
味
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
私
は
僧
籍
に
あ

る
こ
と
を
隠
し
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
そ
の
後
私
は
身

分
を
明
か
し
「
キ
リ
ス
ト
教
で
は
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の

で
す
か
」
と
質
問
を
い
た
し
ま
し
た
。
今
日
は
時
間
の
都

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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合
も
あ
り
ま
す
の
で
内
容
は
省
略
し
ま
す
が

今
度
は

浄

、

「

土
真
宗
で
は
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
で
す
か
」
と
逆
に
質

問
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
間
髪
を
い
れ
ず
「
阿
弥
陀
如
来
の

」

。

い
ら
っ
し
ゃ
る
浄
土
に
参
り
ま
す

と
お
答
え
し
ま
し
た

浄
土
真
宗
の
同
行
で
あ
る
な
ら
ば
、
き
っ
と
皆
さ
ん
も

そ
の
よ
う
に
お
答
え
に
な
る
で
し
ょ
う
。
で
も
そ
れ
は
知

識
と
し
て
そ
の
よ
う
に
お
答
え
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

「
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
か
」
と
い
う
問
題
で
苦
悩
葛
藤

を
し
、
模
索
す
る
と
い
う
不
安
の
な
か
に
身
を
置
き
、
よ

う
や
く
浄
土
と
い
う
存
在
に
出
会
い
安
心
を
し
ま
す
。
そ

し
て
浄
土
に
つ
い
て
理
解
を
し
、
歓
喜
し
ま
す
。
と
こ
ろ

が
人
間
は
疑
い
の
中
に
身
を
置
い
て
い
ま
す

「
本
当
に

。

浄
土
往
生
で
き
る
の
か
」
と
い
う
疑
念
疑
情
が
湧
い
て
ま

い
り
ま
す
。
浄
土
と
い
う
存
在
に
出
会
い
な
が
ら
も
ま
た

苦
悩
葛
藤
し
、
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
る
生
活
に
逆
戻
り
し

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
暮
ら
し
の
中
で
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面

、

、

で
浄
土
の
存
在
に
出
会
い

気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

浄
土
が
知
識
か
ら
信
心
へ
と
移
行
す
る
の
で
は
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。
浄
土
に
出
会
え
た
歓
喜
が
大
慶
喜
と
変
貌
す

る
瞬
間
で
あ
り
ま
す
。

で
は
浄
土
に
出
会
う
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う

か
。

「

」「

」「

」

私
た
ち
が
身
を
置
く
の
は

現
世

こ
の
世

穢
土

で
す
。
い
の
ち
終
わ
る
と
「
来
世

「
あ
の
世

「
浄
土
」

」

」

に
参
り
ま
す
。
こ
こ
で
着
目
す
る
の
は
日
本
語
の
指
示
代

名
詞
で
あ
る
「
こ
の

「
あ
の
」
と
い
う
表
現
で
す

「
こ

」

。

の
」
は
近
称
（
近
い

「
あ
の
」
は
遠
称
（
遠
い
）
を
あ

）
、

。

「

」

。

ら
わ
し
ま
す

確
か
に

あ
の
世

は
遠
い
と
こ
ろ
で
す

と
こ
ろ
が
日
本
語
に
は

こ
の

と

あ
の

の
間
に

そ

「

」

「

」

「

の
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
「
こ
の
世
」

と
「
あ
の
世
」
の
間
に
あ
る
「
そ
の
世
」
と
は
何
を
意
味

す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
親
鸞
聖
人
は
御
和
讃
に

超
世
の
悲
願
き
き
し
よ
り

わ
れ
ら
は
生
死
の
凡
夫
か
は

有
漏
の
穢
身
は
か
わ
ら
ね
ど

心
は
浄
土
に
あ
そ
ぶ
な
り

（
帖
外
和
讃
）

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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と
あ
ら
わ
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

特
に
後
半
の
二
句
に
つ
い
て
「
有
漏
」
と
は
煩
悩
の
こ
と

で
す
の
で
「
惑
染
」
と
同
じ
と
理
解
し
ま
す

「
穢
身
」

。

と
は
穢
れ
た
体
で
す
。

阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
救
わ
れ
て
も
、
有
漏
の
穢
身
は

全
く
変
わ
ら
な
い
。
煩
悩
に
手
足
を
つ
け
た
私
は
変
わ
ら

。

、

な
い

と
こ
ろ
が
有
漏
の
穢
身
は
変
わ
ら
な
い
け
れ
ど
も

心
は
浄
土
に
行
っ
て
遊
ん
で
い
る
よ
う
に
朗
ら
か
で
あ

り
、
晴
れ
や
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
苦
し
み
悩
み
の
中
に
い
る
私
と
、
浄
土
に
往

っ
て
安
心
に
住
し
て
い
る
私
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
の

で
す
。

そ
れ
こ
そ
が
「
そ
の
世
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か

「
肉
体
」
は
「
こ
の
世
」
に
置
き
な
が

。

ら
「
精
神
」
は
「
あ
の
世
」
に
置
く
こ
と
で
す
。

「

」

。

で
す
か
ら
私
は

そ
の
世

に
生
き
た
い
と
願
い
ま
す

御
書
拝
読

ま
た
、
今
回
発
表
の

尾
真
祐
氏
は
、
六
月
六
日(

金)

に
宮
城
県
仙
台
市
に
あ
る
真
宗
大
谷
派
東
北
別
院
で
開
催

さ
れ
た
真
宗
連
合
学
会
第
七
十
一
回
大
会
に
て
同
発
表
題

目
で
発
表
を
終
え
ら
れ
た
。
そ
の
大
会
で
の
発
表
持
ち
時

間
は
二
十
分
で
、
そ
れ
に
質
疑
応
答
を
含
め
て
二
十
五
分

で
あ
っ
た
。

（
以
上
、
藤
田
正
知
記
）

報
告

褒
賞
授
与
式

去
る
親
鸞
聖
人
降
誕
会
の
五
月
二
十
一
日
、
午
前
十
時

よ
り
御
影
堂
に
て
法
主
殿
ご
臨
席
を
賜
り
褒
賞
授
与
式
が

。

、

、

挙
行
さ
れ
ま
し
た

こ
の
度

褒
賞
を
授
賞
さ
れ
た
皆
様

誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

法
主
殿
よ
り
お
言
葉
を
い
た
だ
き
、
宗
務
総
長
が
本
山

褒
賞
、
祖
師
寿
章
並
び
住
職
在
職
五
十
年
の
出
席
者
を
表

彰
し
記
念
品
を
渡
し
ま
し
た
。
本
年
檀
信
徒
（
男
性
）
で

祖
師
寿
章
を
授
賞
さ
れ
た
方
は
総
勢
二
百
三
名
で
当
日
、

十
二
名
の
方
々
が
元
気
に
出
席
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
と
も
授
賞
さ
れ
ま
し
た
皆
様
の
益
々
の
ご
活
躍
を

念
じ
て
お
り
ま
す
。
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第
九
十
九
回

佛
教
文
化
講
座
の
お
知
ら
せ

日

程

【
第
一
日
】
八
月
一
日
（
金
）

法
主
殿
御
親
講
「

真
仏
報
恩
塔
』
再
考
」

『

【
第
二
日
】
八
月
二
日
（
土
）

講

師
：
大
谷
大
学
文
学
部
歴
史
学
科
教
授東

舘

紹
見

講

題
：

親
鸞
聖
人
と
聖
徳
太
子
・
観
音
菩
薩
」

「

【
第
三
日
】
八
月
三
日
（
日
）

講

師
：
花
園
大
学
名
誉
教
授

元
花
園
大
学
学
長

西
村

惠
信

講

題
：

九
十
年
生
き
て
思
う
こ
と
」

「

【
第
四
日
】
八
月
四
日
（
月
）

講

師
：
中
村
元
東
方
研
究
所
専
任
研
究
員

髙
柳
さ
つ
き

講

題
：

禅
と
私
」

「

【
第
五
日
】
八
月
五
日
（
火
）

講

師
：
教
学
院
第
一
部
会
研
究
員

高
田
短
期
大
学
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

研
究
員

島

義
恵

「
『

』

」

講

題
：

真
慧
上
人
御
書

に
お
け
る
教
学
的
特
徴

二
〇
二
五
年

教
師
検
定
講
習
Ⅰ
受
講
要
項

教
師
資
格
を
取
得
す
る
に
は
原
則
教
師
検
定
講
習
Ⅰ
及

び
講
習
Ⅱ
の
全
日
程
へ
の
出
席
が
審
査
の
前
提
と
な
り
ま

す
。た

だ
し
、
真
宗
髙
田
派
宗
制
第
二
百
十
三
条
に
該
当
す

る
者
（
真
宗
学
、
真
宗
史
、
仏
教
学
、
仏
教
史
の
学
力
を

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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有
す
る
と
認
定
さ
れ
た
者
）
は
教
師
検
定
講
習
Ⅰ
が
免
除

と
な
り
ま
す
。

一
、
講
習
期
間

八
月
十
八
日
（
月
）

～
二
十
二
日
（
金
）

五
日
間

二
、
会

場

高
田
短
期
大
学

三
、
提
出
書
類

（

）

①
教
師
検
定
講
習
Ⅰ
受
講
願

本
山
所
定
の
用
紙

四
、
申
込
み
方
法

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宗
務
院
へ
直
接
お
持
ち
い

た
だ
く
か
、
郵
送
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
お
申
し
込
み
下

さ
い
。

五
、
締
切
り

七
月
二
十
五
日
（
必
着
）

六
、
講
習
Ⅰ
受
講
料

無
料

七
、
講
習
内
容

高
田
短
期
大
学
仏
教
教
育
セ
ン
タ
ー
主
催
の
仏
教

基
礎
講
座
（
高
田
本
山
寄
付
講
座
）
に
準
じ
る
。

講
習
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
受
講
申
込
締
切

後
郵
送
に
て
連
絡
い
た
し
ま
す
。

八
、
そ
の
他

・
高
田
短
期
大
学
で
の
科
目
等
履
修
生
制
度
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
科
目
の
単
位
取
得
者
は
講
習
Ⅰ
で
の

試
験
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

・
最
終
日
に
試
験
を
行
い
ま
す
。
試
験
に
合
格
さ
れ

「

」

。

た
方
に
は

単
位
修
得
証
明
書

を
発
行
し
ま
す

こ
の
証
明
書
が
、
教
師
検
定
講
習
Ⅱ
の
受
講
資
格

と
な
り
ま
す
。

・
各
科
目
、
一
回
で
も
欠
席
す
る
と
、
そ
の
科
目
は

不
合
格
と
な
り
ま
す
。
不
合
格
の
場
合
、
翌
年
以

降
、
該
当
科
目
を
再
受
講
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
宿
泊
希
望
の
方
は
、
各
自
で
手
配
し
て
下
さ
い
。

会
場
ま
で
は
津
駅
よ
り
送
迎
バ
ス
を
運
行
し
ま

す
。

・
Ａ
日
程
、
Ｂ
日
程
を
選
択
し
二
年
間
で
受
講
す
る

こ
と
が
可
能
で
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

お
問
合
せ
は
本
山
宗
務
院
教
学
部
ま
で

電

話

〇
五
九
ー
二
三
二
ー
四
一
七
一

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
五
九
ー
二
三
二
ー
一
四
一
四

E
-
mai

l
ky

o-
gak

u
@s

en
ju

ji
.o

r.
jp

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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四
六
頁

高
田
短
期
大
学
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
仏
教

基
礎
講
座
（
高
田
本
山
寄
附
講
座
）
を
、
八
月
に
開
催
い

た
し
ま
す
。
多
く
の
皆
様
の
ご
受
講
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
本
講
座
は
高
田
本
山
の
教
師
検
定
講
習
Ⅰ
を
兼

ね
て
お
り
ま
す
。

講
座
の
日
程

・

期

間

八
月
十
八
日
（
月
）

～

二
十
二
日
（
金
）
五
日
間

・

場

所

高
田
短
期
大
学

教
室

・

対

象

寺
族
お
よ
び
一
般

・

受
講
料

無

料

・

テ
キ
ス
ト

実
費
負
担

令
和
七
年
度

高
田
短
期
大
学
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

(
)

仏
教
基
礎
講
座

高
田
本
山
寄
附
講
座

実
施
要
項

・

時

間

九
時

～

十
七
時
五
十
分

（

）

高
田
短
期
大
学
の
授
業
時
間
に
準
じ
る

＊
最
終
日
は
講
義
と
試
験
に
な
り
ま
す
。

各
講
座
担
当
者
と
内
容

仏
教
学

講

師
：
栗
原

廣
海

（
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
、

高
田
短
期
大
学
名
誉
教
授
）

講
義
内
容
：
釈
尊
の
生
涯
を
概
観
し
、
二
十
九
歳
で
出

家
さ
れ
た
釈
尊
が
何
を
求
め
ら
れ
た
の
か
、
六
年
の
修

行
の
後
ブ
ッ
ダ
と
な
っ
て
私
た
ち
に
何
を
教
え
よ
う
と

、

、

さ
れ
た
の
か
を
学
ぶ
こ
と
を
通
し
て

仏
教
と
は
何
か

仏
教
を
学
ぶ
意
義
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思

い
ま
す
。

真
宗
学

講

師
：
松
山

智
道

（
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
長
、

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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四
七
頁

高
田
短
期
大
学
特
任
講
師
）

講
義
内
容
：
親
鸞
聖
人
の
本
願
他
力
の
思
想
に
つ
い

て
学
び
ま
す
。
ま
た
、
聖
人
は
「
智
慧
光
の
ち
か
ら
よ

り
本
師
源
空
あ
ら
わ
れ
て

浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き
つ
つ

選
擇
本
願
述
べ
た
も
う
」
と
明
か
し
て
お
ら
れ
ま
す
よ

う
に
、
聖
人
の
思
想
は
七
高
僧
の
教
え
が
背
景
と
な
っ

て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
七
高
僧
の
教
え
を
併
せ
学

び
な
が
ら

「
真
宗
の
救
い
」
の
内
容
を
吟
味
し
た
い

、

と
思
い
ま
す
。

仏
教
史

講

師
：
金
信

昌
樹

（
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）

講
義
内
容
：
仏
陀
釈
尊
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
仏
教
は
、

中
国
に
伝
わ
り
歴
史
的
展
開
を
見
せ
、
そ
の
仏
教
が
朝

鮮
へ
そ
し
て
朝
鮮
を
経
由
し
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
。

そ
の
後
中
国
か
ら
直
接
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
歴
史
的
展

開
を
見
せ
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
日
本
に
お
い

て
ど
の
様
に
仏
教
が
展
開
し
た
の
か
そ
の
歴
史
を
学

び
、
そ
の
問
題
点
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

真
宗
史

講

師
：
清
水
谷
正
尊

（
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
、

高
田
短
期
大
学
学
長
）

講
義
内
容
：
親
鸞
聖
人
が
、
真
仏
上
人
や
顕
智
上
人
に

直
接
教
え
ら
れ
た
み
教
え
は
、
そ
の
後
高
田
派
の
歴
代

上
人
を
始
め
、
念
仏
を
喜
ば
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
連
綿

と
伝
え
ら
れ
、
今
日
の
私
た
ち
に
ま
で
届
け
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
念
仏
者
た
ち
の
長
い
歴
史
を
具
体
的
に
学
ぶ

こ
と
で
、
私
た
ち
が
み
教
え
に
遇
わ
せ
て
い
た
だ
い
た

こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

高
田
の
歴
史
と
法
宝
物

講

師
：
佐
波

真

（
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
、

高
田
中
・
高
等
学
校
非
常
勤
講
師
）

講
義
内
容
：
高
田
派
専
修
寺
は
親
鸞
聖
人
か
ら
、
直
弟

子
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
高

田
に
は
、
親
鸞
聖
人
直
筆
の
名
号
、
著
述
、
お
手
紙
を
は

、

、

じ
め

弟
子
た
ち
に
よ
る
親
鸞
聖
人
の
著
述
の
書
写
な
ど

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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四
八
頁

多
く
の
法
宝
物
を
伝
持
し
て
き
ま
し
た
。
本
講
義
で
は
、

高
田
の
歴
史
を
高
田
に
伝
わ
る
法
宝
物
を
中
心
に
学
ん
で

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

申
し
込
み
方
法

教
師
検
定
講
習
Ⅰ
と
し
て
受
講
さ
れ
る
方

本
山
指
定
の
受
講
要
項
に
準
じ
て
下
さ
い
。

一
般
受
講
の
方
（
既
に
教
師
資
格
を
お
持
ち
の
方
）

科
目
を
選
択
し
て
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

受
講
科
目
の
三
分
の
二
以
上
を
出
席
い
た
だ
い
た
方

に
は
「
受
講
証
明
書
」
を
発
行
し
ま
す
。
ま
た
、
受

講
科
目
の
全
て
に
出
席
い
た
だ
き
、
試
験
に
合
格
さ

れ
た
方
に
は
、
該
当
科
目
の
「
単
位
修
得
証
明
書
」

を
発
行
し
ま
す
。

「
単
位
修
得
証
明
書
」
が
発
行
さ
れ
た
科
目
は
、
今

後
、
高
田
派
教
師
検
定
の
審
査
を
受
け
ら
れ
る
場
合

に
、
該
当
科
目
の
試
験
が
免
除
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

（

）

（

）

受
付
期
間
：
七
月
一
日

火

～

七
月
二
十
五
日

金

申
込
方
法
：
高
田
短
期
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ハ
ガ
キ

（

）
、

、

、

、

申
込
内
容
：
氏
名

ふ
り
が
な

性
別

年
齢

住
所

電
話
番
号
、
受
講
科
目
名
（
科
目
を
選
択
し

て
受
講
の
方
の
み
記
入
）

ご
応
募
い
た
だ
い
た
内
容
は
、
個
人
情
報
保
護
の
た
め
安

全
に
保
管
し
、
本
講
座
以
外
の
目
的
に
は
使
用
い
た
し
ま

せ
ん
。

申

込

先
：
〒
五
一
四-

〇
一
一
五

三
重
県
津
市
一
身
田
豊
野
一
九
五
番
地

高
田
短
期
大
学
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

（

）

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
五
九
－
二
三
二
－
二
三
一
〇

代
表

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
五
九
－
二
三
二
－
六
三
一
七

E
-
m
a
i
l

b
-
c
e
n
t
e
r
@
t
a
k
a
d
a
-
j
c
.
a
c
.
j
p

テ
キ
ス
ト
等
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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四
九
頁

教
学
院
だ
よ
り

教
学
院
主
催

公
開
講
座
開
催
の
お
知
ら
せ

令
和
七
年
度

第
二
十
八
回

現
代
と
仏
法
を
考
え
る
集
い

会

場

高
田
会
館
ホ
ー
ル

日

時

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
（
金
）

午
後
一
時
半

開
講
式

テ
ー
マ

「
僧
侶
の
実
践
活
動
」

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
通
し
て

見
え
て
く
る
も
の

講

師

佐
々
本

尚

師

真
宗
大
谷
派

専
光
寺
住
職

ｔ
ｅ
ｒ
ｒ
ａ

ね
っ
と
福
井
代
表

災
害
支
援
北
陸
門
徒

ネ
ッ
ト
共
同
代
表

令
和
七
年
度

（

）

第
一
回

聞
思
の
集
い

布
教
伝
道
研
修
講
座

改
称

日

時

令
和
七
年
七
月
四
日
（
金
）

午
後
一
時
半

開
会
式

午
後
一
時
四
十
五
分

法

話

午
後
三
時
四
十
五
分
頃

終
了

会

場

高
田
会
館
ホ
ー
ル

テ
ー
マ

「
帰
依
僧
…
サ
ン
ガ
の
開
け
」

孤
独
か
ら
の
根
本
的
解
放

講

師

高
柳

正
裕

師

真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
元
所
員

学
仏
道
場
「
回
光
舎
」
舎
主

ど
な
た
さ
ま
も
ご
自
由
に
聴
聞
く
だ
さ
い
。

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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五
〇
頁

本

山

行

事

予

定

（

）

七
月
・
八
月

八
月
一
日
～
五
日

仏
教
文
化
講
座

八
月
十
四
日
～
十
六
日

歓
喜
会

下
付
金
の
お
知
ら
せ

令
和
元
年
度
分
院
号
下
付
金
、
及
び
納
骨

壇
加
入
下
付
金
を
専
修
寺
正
味
財
産
に
計
上

い
た
し
ま
し
た
。

（
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
付
）

院
号
冥
加
金
、
及
び
納
骨
壇
加
入
冥
加
金

の
下
付
金
は
納
入
さ
れ
た
年
度
か
ら
、
五
ヵ

年
を
経
過
し
た
も
の
は
、
専
修
寺
正
味
財
産

に
計
上
さ
れ
る
た
め
、
交
付
出
来
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
下
さ
い
。

詳
し
く
は
宗
務
院
財
務
課
ま
で
お
尋
ね
下

さ
い
。

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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五
一
頁

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ

真宗高田派共済会のご案内

●全寺院対象の共済制度●
真宗高田派共済会運営規程による各種制度

○見舞金
・本堂全焼及び全壊 １００万円
・本堂半焼及び半壊 ６０万円
・庫裏全焼及び全壊 ６０万円
＊ 災害を証明する書類が必要
・境内地並境内建物が災害を被った時は、２万円をお見舞いする
＊ 被害総額が100万円以上の場合となります

○祝金
・本堂新築及び改築 ６０万円
・本堂を除く境内建物の新築および改築 １０万円
＊ 工事費が１千万円以上の場合となります
＊ 高田派代表役員が発行した新築・改築の承認書と

工事契約書の写しが必要

○住職退職慰労金（住職の死亡から６ヶ月以内に申請のこと）
在任期間により給付金が異なります
・住職在任８０年以上９０年未満 ９０万円
・住職在任７０年以上８０年未満 ８０万円
・住職在任６０年以上７０年未満 ７０万円
・住職在任５０年以上６０年未満 ６０万円
・住職在任４０年以上５０年未満 ５０万円
・住職在任３０年以上４０年未満 ４０万円
・住職在任２０年以上３０年未満 ３０万円
・住職在任１０年以上２０年未満 ２０万円
・住職在任１０年未満 １０万円

○香料（退職から６ヶ月以内に申請のこと）
上記住職退職慰労金を適用する但し慰労金を支給された住職は該当しない

○真宗教学奨学金（毎年４月末日までに申請のこと）
・高等学校生及び真宗各派の専修学院生 月額 ２万円 若干名
・大学生及び大学院生 月額 ４万円 若干名

月額 ８万円 若干名

○奨励金（毎年４月末日までに申請のこと）
共済会が指定した学校学部に得度した者が入学したときに

４万円を支給します。
給付及び申請のお問い合わせは、下記の共済会担当までお尋ねください。

真宗高田派共済会 真宗高田派宗務院内
電 話 ０５９－２３２－４１７１ ＦＡＸ ０５９－２３２－１４１４

宗 門 の お 知 ら せ

五
一



五
四
頁

「
三
重
県
人
権
教
育
基
本
方
針
」
よ
り
抜
粋

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日
印
刷

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日
発
行

三
重
県
津
市
一
身
田
町
二
八
一
九
番
地

電
話
（
〇
五
九
）
二
三
二
ー
四
一
七
一

http://www.senjuji.or.jp

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

宗

務

院

発

行

所

振
替
〇
〇
一
五
〇ｰ

〇ｰ

一
五
一
九
四
番

三
重
県
津
市
一
身
田
町
七
六
五
番
地

相

和

印

刷

所

印

刷

所

電
話
〈
〇
五
九
〉
二
三
二
ー
二
〇
七
〇

一
、
国
際
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
人
権
意
識
を
育
て
よ
う
。

一
、
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う
。

一
、
高
齢
者
の
人
権
を
尊
重
し
よ
う
。

一
、
病
気
・
部
落
な
ど
に
よ
る
差
別
を
な
く
そ
う
。

一
、
障
害
者
の
完
全
参
加
と
平
等
を
実
現
し
よ
う
。

人
権
擁
護
啓
発
活
動
重
点
項
目

パスワード TA21da61 (半角英数文字です)




